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1. 事業概要 

1.1. 事業の背景と目的 

聴覚障害を早期に発見し、適切な支援を行うことは、障害による影響を最小限に

抑えコニュニケーションや言語発達を促進させ、ひいては聴覚障害児の将来の社会参

加につながるために非常に重要である。 

都道府県及び市町村の行政機関においては、平成 29 年度より創設された新生児

聴覚検査体制整備事業のもと、協議会の設置や都道府県内における事業実施のための

手引きの作成やパンフレット作成による普及啓発等により、新生児聴覚検査の推進体

制の整備が進められているが、平成 29 年度「新生児聴覚検査の実施状況等につい

て」調査（厚生労働省子ども家庭局母子保健課調べ）において把握された、受診の有

無を把握し、かつ、受診人数を集計している市区町村における出生児に対する初回検

査の実施率は 82.0％、また精密検査の結果を把握している自治体は 67.3％とのこ

とで、さらなる実施率及びフォローアップ率の向上が望まれる。 

本事業は、全国的な新生児期及び乳幼児期の聴覚検査の実施体制の向上を目指

し、すでにそれらの聴覚検査を推進するための体制整備が進んでいる地域における好

事例の収集を行うとともに、全国の自治体における体制整備上の課題を把握し、それ

らの情報を踏まえた有識者による検討を通して、自治体担当者向けの実践的な実施手

引き及び好事例集の整備を行うものである。 
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1.2. 事業の構成と流れ 

1.2.1. 事業全体の構成 

本調査研究は、新生児聴覚検査を推進するための体制整備の実態を把握するための調

査（ヒアリング調査及び悉皆調査）と、それらの調査結果を踏まえて実践的な手引き及

び事例集についての検討を行う、有識者による「研究会」から構成された（図 1）。 

 

図 1.全体の構成 

 

 

1.2.2. 全体スケジュール 

本調査研究事業の全体スケジュールは、表１の通り。 

 

表 1：事業スケジュール 

時期 実施内容 

2019 年８〜10 月 ヒアリング調査実施 

2019 年９月 第 1 回研究会開催 

2019 年 10 月 悉皆調査準備 

2019 年 11〜12 月 悉皆調査実施及び結果分析 

2020 年 1 月 第 2 回研究会開催 

2020 年 2 月 第３回研究会開催 

2019 年 12 月〜 

2020 年 3 月 
手引き及び事例集の整備 
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1.3. 調査の実施 

1.3.1. ヒアリング調査 

新生児聴覚検査の実施状況や、検査を推進するための体制整備、推進にあたっての課

題やその背景について理解を深めるため、協力を得られた 12 自治体を対象としたヒア

リング調査を実施した。都道府県による体制整備と、その体制整備を受けて、市町村の

新生児聴覚検査の実施がどのように推進されているかを理解するため、都道府県と、そ

の管内の市町村の双方にヒアリングを実施できるよう努めた。 

対象とする自治体については、事前に地域の新生児聴覚検査の実施状況や手引き等の

整備実態を検討し、厚生労働省母子保健課と協議の上、決定した。 

 

【調査手法】：調査員が自治体を訪問し、母子保健担当部局・新生児聴覚検査担当者を

対象に 60〜90 分程度のヒアリングを実施。 

 

【調査時期】：201９年 8 月７日（水）〜10 月 10 日（木） 

 

【対象自治体及びヒアリング実施日】（表２） 

地域 都道府県/ヒアリング日 市町村/ヒアリング日 市町村人口規模 

中国地方 A 県（2019/8/7） B 市（2019/8/7） 40〜50 万人 

関西地方 - C 市（2019/8/9） 100 万人以上 

中部地方 D 県（2019/8/26） E 市（2019/8/21） 15〜20 万人 

中部地方 F 県（2019/8/22） - - 

中部地方 G 県（2019/8/27） H 市（2019/8/28） 10〜15 万人 

四国地方 I 県（2019/9/11） J 市（2019/9/11） 30〜40 万人 

九州・沖縄地方 K 県（2019/9/24） - - 

関東地方 - L 区（2019/10/10） 90〜100 万人  

 

【聞き取りの要点】 

以下の点について、都道府県・市町村それぞれについて聞き取りを行った。 

 都道府県（政令市については、都道府県と同様の内容も確認） 

① 地域における新生児期及び乳幼児期の聴覚検査実施状況 

② 新生児期及び乳幼児期の聴覚検査における体制整備 

③ 各関係機関との連携及びそれぞれの役割 

④ 情報集約及びその活用 

⑤ 新生児期及び乳幼児期の聴覚検査における課題や工夫 
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市町村 

① 地域における新生児期及び乳幼児期の聴覚検査実施状況 

② 新生児期及び乳幼児期の聴覚検査における体制整備（都道府県との連携） 

③ 各関係機関との連携及びそれぞれの役割 

④ 個別支援における、情報の活用 

⑤ 新生児期及び乳幼児期の聴覚検査における課題や工夫 

 

1.3.2. 悉皆調査 

ヒアリング調査において把握した内容をもとに、新生児聴覚検査の体制整備の実態及

び課題を把握するために、全国の自治体保育主管部の担当者を対象に、以下の調査を実

施した。 

新生児聴覚検査の実施状況に関しては、厚生労働省母子保健課が「新生児聴覚検査の

実施状況等について」の調査を、都道府県及び市町村を対象に実施しているため、本調

査では、内容の重複を避け、担当者の課題意識等を聴取した（母子保健課実施の調査結

果については、事業への情報提供を受けた）。 

 

【調査手法】：郵送による自記式アンケート調査 

 

【調査期間】： 2019 年 10 月下旬〜11 月 22 日（締め切り）   

    ※12 月 6 日到着分まで集計には含めた 

【回答依頼者】：都道府県及び市区町村 母子保健担当部局 新生児聴覚検査 担当者 

 

【対象施設数及び回収状況】（表 3） 

 対象自治体数 回収数 回収率 

都道府県 47 44 93.6% 

市町村 1741  1120 64.3%  

 

【調査項目】 

ヒアリング調査において把握した内容をもとに、研究会において項目の検討を行っ

た。詳細項目については、巻末の資料「悉皆調査票（都道府県向け/市町村向け）」を参

照のこと。 
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1.4. 研究会の開催 

1.4.1. 研究会の組織 

調査を通して実態把握すべき項目の選定や、調査結果を踏まえた課題の整理、及び考

え方の整理を行うことを目的として、８名の有識者からなる研究会を設置した（表

4）。 

 

表 4：研究会構成員（五十音順・敬称略） 

 氏名 所属 

委員長 守本 倫子 
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター  
感覚器・形態外科部 耳鼻咽喉科 

委員 

遠藤 厚子 
世田谷区世田谷保健所健康推進課 
こころと体の健康担当係長 

黒木 倫子 富士見台聴こえとことばの教室 施設長 

小枝 達也 
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター  
こころの診療部 

琴岡 文乃 
静岡県健康福祉部こども未来局  
こども家庭課 母子保健班 主査  

三宮 久美 
高知県健康政策部 健康対策課  
周産期・母子保健推進室 主幹  

関沢 明彦 
昭和大学医学部産婦人科学講座  
昭和大学病院産婦人科 

林 文香 山梨県立ろう学校 乳幼児教育相談担当 

 

1.4.2. 研究会の開催 

研究会は３回開催し、本調査研究における調査設計、手引き及び事例集について検討

を行った。各研究会における検討事項等の概要は下表のとおりである。 

 

表 5：研究会開催実績 

研究会 開催日時 議題 

第１回 
2019 年 9 月 14 日（土）

9:00〜11:00 

・ ヒアリング調査結果の報告 

・ 悉皆調査の項目検討 

第２回 
2020 年 1 月 20 日（月） 

17:00〜19:00 

・ 悉皆調査結果の報告 

・ 手引書及び事例集の検討 

第３回 
2020 年 2 月 12 日（水） 

15:00〜17:00 
・ 手引書及び事例集の検討 
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2. 調査結果及び手引きの方向性の検討 

2.1. 調査結果の整理 

2.1.1. ヒアリング調査結果の整理 

ヒアリング調査においては、全国の、既に取り組みが進んでいる自治体と、今後取り

組みを推進していく予定の自治体から聞き取りを行った（いずれも、可能な限り、都道

府県及び市町村の双方の担当者からから話を聞いた）。 

いずれの自治体においても、1-3-6 ルールの徹底を目指し、推進体制の強化をはかっ

ていたが（図 2）、取り組みが進んでいる自治体においては幾つかの特徴が見られた。 

 

図 2. 1-3-6 ルールの徹底をはかるための推進体制 

 

 

【取り組みが進んでいる自治体に見られた特徴】 

l 取り組みの基礎となるデータの集約と関係機関への共有 

→母子健康手帳の確認や保護者への聞き取りを通して保護者を起点に把握する

情報だけではなく、医療機関から直接情報を集約する仕組みを整備 

l 集約したデータに基づく事業評価と、関係機関間における分析データに基づい

た課題及び施策の検討を行う体制の整備 

→課題解決の場としての、協議会の活用 

l 集約したデータの、個別フォローへの活用 

→都道府県と市町村の連携、及び市町村における事業担当者と地域担当保健師

の連携 
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2.1.2. 悉皆調査結果の整理 

悉皆調査における検証ポイント 

悉皆調査においては、ヒアリング調査で把握した、取り組みが進んでいる自治体にお

ける特徴を手引きの中核に据えることを念頭に置きつつ、以下の点を検証した。 

l 都道府県及び市町村担当者における、新生児聴覚検査事業を推進する上での課題

認識と、今後取り組みを進める上で重要だと感じていること。 

 

悉皆調査から明らかになったこと 

悉皆調査結果からは、以下の点が明らかとなった。 

l 都道府県担当者の課題認識（P11、表 6 参照） 

Ø 都道府県担当者においては、「公費負担による保護者の金銭的負担の軽

減」と「精密検査の結果の把握」についての課題認識が、共に最も強かっ

た（「課題である」45.5%）。 

Ø 他、以下の項目も課題として強く認識されていた 

² 「精密検査の受診の有無の把握」（同 38.6%）、「新生児聴覚検査

の結果の把握」（同 34.1%）といったデータの集約に関して。 

² 「精密検査未受診者への受診勧奨」（同 36.4%）、「経過観察中の

児/保護者の状況把握及び継続した支援」（同 36.4%）など、個別フ

ォローに関して。 

² 「初回検査を受けられなかった児が受検可能な体制（外来検査など）

の整備」（同 34.1%） 

 

l 都道府県担当者が、今後取り組みを進める上で重要だと感じていること（P12、
表 7 参照） 

Ø 多くの項目での取り組みを重要だと感じていたが、特に「重要」との回答

が多かったのは、以下の項目。 

² 「精密検査未受診者への受診勧奨」（「重要」52.3%）や「経過観察

中の児/保護者の状況把握及び継続した支援」（同 50.0%）といった

個別フォローに関する項目 

→但し、これらの項目については「すでに取り組みが進んでいる」と

の回答も多く、そうした自治体の手法から学ぶ点は多いと思われる。 

² 「データの分析及び課題の整理」（同 50.0%） 

→いずれの取り組みにおいても、データの集約がその基礎となる。 

 

l 市町村担当者の課題認識（P13、表 8 参照） 

Ø 「初回検査を受けられなかった児が受検可能な体制（外来検査など）の整

備」（「課題である」25.４%）について、最も強く課題認識されていた。 

Ø 「初回検査を受けられなかった児に対する受検勧奨」（同 24.1%）や「リ

ファー児・要精検児の保護者への心理的な支援」（同 24.1%）など、個別

フォローに関しても課題として強く認識されていた。 
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l 市町村担当者が、都道府県の支援が重要だと感じていること（P14、表 9 参照） 

Ø 「医療関係者への啓発・教育」（「重要」47.1%）や、「医療機関や療育

機関含めた関係者が課題について検討を行う場の整備」（同 46.7%）、

「初回検査を受けられなかった児が受検可能な体制（外来検査など）の整

備」（同 46.3%）といった医療機関との連携に関する項目 

Ø 「公費負担による保護者の金銭的負担の軽減」（同 43.8%） 

 

l 把握管理されているデータと医療機関や療育機関含めた関係者への分析結果の共
有状況（P15、表 10 参照） 

Ø 検査に関する情報は、課題として強く認識されていた個別フォロー等の取

り組みの基礎となるが、「把握している」市町村が 70％に届かない情報

は、以下の通りであった。 

² 精密検査の受診の有無 

² 精密検査の受診時期 

² 受診した精密検査機関 

² 精密検査の結果    

² 確定診断時期  

² 療育の状況  
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表 6：都道府県担当者が考える、新生児聴覚検査体制を推進する上での課題 
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表 7：都道府県として、今後以下の取り組みを進めることがどの程度重要だと感じているか 
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表 8：市町村担当者が考える、新生児聴覚検査体制を推進する上での課題 
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表 9：市町村として、今後以下の取り組みについての 
都道府県の支援がどの程度必要だと感じているか 
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表 10：都道府県もしくは市町村において、 
把握管理されているデータと医療機関や療育機関含めた関係者への分析結果の共有状況 
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2.1.3. 手引き及び事例集において重点的に取り扱う内容の検討 

ヒアリング調査及び悉皆調査の結果を踏まえた研究会における検討を通して、本事業

で作成する手引き及び事例集で取り扱う内容を、以下の通り整理した。 

 

手引き及び事例集作成にあたっての基本的な考え方 

n 1-3-6 ルールを徹底するためには、個別ケースにおける支援が重要であるが、本

手引きにおいては、個別ケースにおける支援のノウハウではなく、きめ細やかな

支援を実現するための“体制整備”に焦点をあてる 

n 体制整備が主眼であるため、想定する主な対象は、都道府県及び市町村の事業担

当者とする 

 

手引き及び事例集において取り扱う内容： 

【都道府県向け】主に体制整備に関する内容 

Ø 検査結果の情報集約のための仕組みづくり：医療機関との連携や様式の整備 

Ø データ活用（関係者との情報共有、事業評価や施策の検討など）の手法及び

そのための仕組みづくり（同意取得体制の整備など） 

Ø 検査の実施体制の整備 

ü （特に外来での）検査の実施が可能な医療機関の把握と公表 

ü 産科医療機関の精度管理や聴覚検査機器の購入補助 

Ø 他、期待されている役割について 

ü 中長期的支援に向けた療育・教育分野との連携 

ü 専門的な支援体制の整備（専門的な相談窓口の設置など） 

ü 適切な情報提供の推進 

ü 関係者の知識・スキルの底上げ 

【市町村向け】：体制整備としての公費助成の実施に加え、都道府県が進める体制整

備によって共有されたデータ等を個別支援にどのように活用していくか 

Ø 体制整備としての公費助成の実施 

Ø 共有されたデータの管理・活用方法 

Ø 事業担当者は地域担当保健師とどのように連携すべきか（個別ケースのフォ

ローアップに対する支援方法） 

【その他】 

Ø 震災時聴覚検査や精密検査に関する情報、療育の手法などについては、直接

“体制整備”に関わるものではないが、“知っておいてほしい情報”とし

て、資料の扱いとする。 
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3. 手引き（事例集含む）と概要版の作成 

3.1. 「新生児聴覚検査の手引き書」について 

「2.1.3 手引き及び事例集において重点的に取り扱う内容の検討」において、検討し

た内容に沿って、手引き書及び事例集を作成した。 

 

手引きの位置付け： 

新生児聴覚検査を推進するための体制整備に取り組んでいる都道府県及び市町村の

担当者が日々の業務の参考とするため、厚生労働省の事務連絡や、先進的な取り組み

を行っている地域の事例を基に、主に新生児聴覚検査の体制整備に関する、都道府県

及び市町村のそれぞれの役割及びその役割を達成するための手法を整理したもの。 

1-3-6 ルールに則った新生児聴覚検査の実施を実現するための、都道府県や市町

村における体制整備の方法（具体的には、関係機関とどのように連携していくか、ま

た、そのために必要な取り組み、等）について紹介することを主な目的とする。 

また、体制整備にあたって参考となる先進自治体の好事例を紹介する。 

 

 

手引き書で示した体制整備の各方法について、対応する事例を参照しやすくするた

め、手引き書と事例集は一冊にまとめた。 

次ページ以降、手引きの全ページを示す。ページ数については、手引き本来のページ

をそのまま掲載する。 

 

3.2. 「新生児聴覚検査の手引き（概要版）」について 

新生児聴覚検査の体制整備に係る関係機関との連携において、まず重要となるのは、

関係機関での役割を示した事務フローを作成することである。そのための考え方を、機

関別（都道府県/市町村、産科医療機関、精密検査機関、療育機関）に簡潔に示した「新

生児聴覚検査の手引き（概要版）」を作成した。 

手引きに続き、「新生児聴覚検査の手引き（概要版）」の全ページを示す。ページ数

については、手引き（概要版）本来のページをそのまま掲載する。 
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高知県「新生児聴覚検査請求書兼結果報告書（1 回目）」（様式③’） 
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高知県「新生児聴覚検査受診票（再検査用）」（様式④） 
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高知県「新生児聴覚検査請求書兼結果報告書（再検査用）」（様式④’） 
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高知県「新生児聴覚検査連絡票（FAX 送信票）」（様式⑤） 
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高知県「診断情報提供書」（様式⑥） 
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事例２.産科医療機関における同意の取得 

- 市町村への実績報告の流れ - 

（長崎県） 

 

長崎県では、平成１５年 10 月より、国の補助を受ける形で新生児聴覚検査を導入しま

したが、その当初から県内の産科医療機関から市町村へ、直接新生児聴覚検査の結果が報告

される仕組みを整えました。 

 

県が整備したのは、以下の様式（表 27）およびプロセス（図 17）です。 

様式を整備することで、検査の説明〜同意の取得が徹底され、漏れのない報告に繋がっ

ています。 

 

表 27：産科医療機関において活用される様式 

1. 新生児聴覚検査のお知らせ（保護者向け説明資料）（様式⑦） 

2. 新生児聴覚検査同意書兼受診（結果）票（様式⑧） 

3. 新生児聴覚検査事業に関する実績報告書（様式⑨） 

4. 請求書（様式⑩） 

 

図 17.長崎県における産科医療機関と市町村との間の情報の流れ 
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長崎県「新生児聴覚検査のお知らせ」（様式⑦） 

 

  

 

 

                                                                        様式第１号 

 

新生児聴覚検査のお知らせ 

 

 新生児聴覚検査は、生まれて間もない赤ちゃんの耳のきこえの状態を調べるものです。 

一般に耳のきこえに障害をもつお子さんは、１，０００人に１～２人で、とても多いので

す。生まれつきの両側の聴覚障害をそのままにしていますと、ことばは発達しません。し

かし、聴覚障害を早期に発見し、適切な療育を受けると、ことばの発達がよいことがわか

ってきました。 

 近年、新生児期に聴覚障害の有無を自動的に判定できる検査装置が開発され普及してき

ました。この検査は、出生後入院中にお子さんの自然睡眠中に行います。検査に要する時

間は数分間で、痛みは伴いません。パス（pass）か要検査（refer）の判定がなされます。
パス（pass）の場合、お子さんの聴力には問題がないと判断されますが、要再検査（refer）
の場合は、後日再検査（「確認検査」）を行います。その結果が要再々検査（refer）の場
合、「精密検査」が必要です。  

 この検査の結果はすべてお子さんのお住まいの市町に報告され、必要な場合は精密検査

や療育相談への支援をしていくために、医療機関、療育機関等に検査結果をお知らせする

ことがあります。 

このことについて同意いただいた方に、検査費用のうち１，５００円（確認検査について

も１，５００円）をお住まいの市町が負担します。 

 新生児聴覚検査に同意される方は出産後に別紙「新生児聴覚検査同意書兼受診結果票

（様式第３号）」に必要事項を記入の上、担当医または看護師へお渡しください。 

 

○ この検査では、出生後の感染症等が原因となった聴覚障害や、徐々におこってくる性

質の聴覚障害を発見することはできません。退院後も引き続きお子さんの観察をお願いし

ます。 

 

○ この検査の結果等については、今後の検査・療育体制の確立のためにも役立てられま

すが、ご迷惑をおかけすることは一切ございませんので、ご協力くださいますようお願い

申し上げます。（※個人のプライバシーは保護されます。） 

 

○ この検査に同意されない場合でも、その後の診療等において不利になることはござい

ません。また、いったん同意しても撤回することができます。 

 

○ この検査についてのお尋ねは、お住まいの市町の母子保健担当保健師までご連絡くだ

さい。 
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長崎県「新生児聴覚検査同意書兼受診（結果）票」（様式⑧） 

 

 

 

- 1 - 

                                     参考例様式③  

   （ ス ク リ ー ニ ン グ 機 関 保 存 用 、 （ 協 議 会 提 出 用 （ 市 町 控 ） 、 保 護 者 用）  

新 生 児 聴 覚 検 査 同 意 書 兼 受 診 （ 結 果 ） 票  

                                              平成   年   月   日  

１  新 生児 聴覚 検査事 業 の内 容に ついて 了 解し 、検 査を行 う こと に同 意しま す。 

ふ り が な  

お名前（母親）                               
生年月日   年   月   日  

現住所（母親）（ 住民票）                                    

                                           TEL  

ふ り が な  

お名前（子供）  
（決まっている場合）  
  

生年月日  年  月  日  性別  男・ 女  

現住所（子供）（ 住民票）  
（ 母 親 の 住 所 と 同 じ 場 合 は 記 載 不 要 で す 。 ）  

 
２  あ なた のお 子様の 聴 覚検 査の 結果は 、 次の とお りでし た 。  

検査  初 回 検 査  

（平成   年   月   日

）  

確 認 検 査  

（平成   年   月   日）  

機種  
自動 ABR ・  OAE  自動 ABR OAE 

右耳  パス  ・  要再検査  パス・要精密検査  パス・要再々検査   

左耳  パス  ・  要再検査  パス・要精密検査  パス・要再々検査   

出生時体重（       g）       在胎週数（    週    日）  
 

スクリ－ニング機 関名  
TEL  FAX  主 治 医  

聴覚障害の  １血縁 に幼少時からの聴 覚障害者がいる  

危険因子    ２子宮 内感染 （風 疹 、 サ イ ト メ ガ ロ ウ イ ル ス 、 梅 毒 、 ト キ ソ プ ラ ズ マ な ど ）  

           ３頭頸 部の奇形（口蓋裂 、副耳など）  

           ４出生 時体重 1,500g以下  

           ５交換 輸血を必要とした 黄疸（高ビリルビ ン血症）  

           ６耳毒 性抗生物質の使用 （ ア ミ ノ グ リ コ シ ド 、 ル ー プ 利 尿 薬 な ど）  

           ７細菌 性髄膜炎  

           ８重症 仮死  

           ９人工 換気  ５日間以上  

         １０聴覚 障害が合併すると いわれている先天 異常症候群  

連絡事項（保健所 などの 家庭訪問の 必要性、母親の状 況 などについて）  
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長崎県「新生児聴覚検査事業に関する実績報告書」（様式⑨） 

 

 

  

参考様式例② 

（協議会提出用（市町村控）様式第２号） 

 

平成   年   月   日 

 

様 

（当該市町村別） 

所 在 地 

 

医療機関 

 

               代 表 者              印 

 

新生児聴覚検査事業に関する実績報告書 

 

平成   年   月請求分の検査状況は次のとおりです。 

① 同意書兼受診票 

提出数 

             

 人（Ａ） 

 ② ①のうちの 

  検査件数 

検査実施件数 件 

 内訳 初回検査         件 

 

    確認検査         件 

③ ②の検査 

  結果 

 パス（Ｐａｓｓ）    件 

 要再検査        件  合計  件（Ｂ） 

 要精密検査       件 

 保留（経過観察）    件  （Ｂ）＝（Ａ） 

  

  備 考 欄 

 

 検査機器 自動ＡＢＲ・   件 

 

      ＯＡＥ・      件 

     （いずれかを○で囲む） 合計   件 

※実績報告は、当該市町村別に作成する。 
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長崎県「請求書」（様式⑩） 

 

  

 

- 1 - 

                                        参考例様式④ 

様式第８号 

 

請   求   書 

金                       円也 

 ただし、新生児聴覚検査 平成   年   月分、検査   件として 

別紙報告書のとおり上記金額を請求いたします。 

 平成   年   月   日 

       （医療機関） 

             住  所  〒 

                電話番号 

                医療機関 

                代 表 者                                       印 

［請求先（当該市町村あて）］ 

             様 

※振込先の記入については、初回請求時のみご記入ください。（その後の記入不要です。） 

 ※口座名義の変更については、別添文書でご通知ください。 

１．請求書は、当該市町別に作成してください。 

  ２．当該月内の検査料を取りまとめ翌月１０日までに送付してください。 

  ３．口座名義はカタカナで記入してください。 

 

  ※送付先 長崎県市町村福祉振興協議会 

         〒850-0875 長崎市栄町４－９ 長崎県市町村会館内    

  TEL：095-827-5511・FAX：095-824-6993 

 

銀  行  名                  銀行              本・支店 

 口座種別・番号  普通 ・ 当座   

  口 座 名 義 

（カタカナ） 

   



 

 69 

事例３.都道府県による支援のために必要な情報集約 

（岡山県） 

 

岡山県では、新生児聴覚検査の結果が「リファー（要再検）」となった児について、自

治体が迅速に把握し必要な支援につなげるため、県内の関係機関（市町村・産科医療機関・

精密検査機関）と連携し、以下の情報集約の仕組みを整えています。 

 

1. 新生児聴覚検査結果の把握：迅速な支援につなげるための県による情報集約（図 18） 

通常時の新生児聴覚検査の結果報告 

岡山県では全市町村が公費助成を導入しており、産科医療機関から（国民健康保険団体

連合会を経由して）市町村へ請求を兼ねた受診状況と結果の報告（様式⑪）がなされます。 

 

「要再検査（リファー）」となった場合 

新生児聴覚検査の結果が「要再検査（リファー）」となった場合には、各産科医療機関

から県健康推進課に「新生児聴覚検査要再検者連絡票」（様式⑫）が送付されます。その上

で、県から対象児が居住する市町村へ必要な情報を提供し、対象児と保護者のフォローおよ

び精密検査受診へ向けての支援を依頼しています。 

「要再検査（リファー）」となった子どもについては、県を介しての情報共有がなされ

ることで、より迅速な状況の把握が可能となっています。 

 

図 18.岡山県における新生児聴覚検査結果報告の流れ 
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2. 精密検査機関からの検査結果に関する状況提供 

精密検査機関からも、「新生児聴覚検査事業精密検査実施報告書」（様式⑬）を用い

て、県へ検査結果についての情報提供がなされます。その上で、県が管轄の市町村に必要な

情報を提供し、要療育児と保護者のフォローおよび早期療育開始へ向けての支援を依頼して

います。 

 

3. 県による情報集約の仕組みの背景および仕組みによるメリット 

新生児聴覚検査事業の実施主体は市町村ですが、県においては、新生児聴覚検査・精密

検査ともに、実施医療機関との契約は県が一括して結んでいる（市町村長から県知事への委

任という形）ことも、情報集約の仕組みの背景となっています。 

また、県が情報を集約することによる、以下のようなメリットも挙げられます（表

28）。 

 

表 28：一度県に情報を集約することのメリット 

迅速な報告の徹底を

図りやすい 

• 医療機関の立場としては、対象児の居住する市町村それぞれへ連

絡を入れるよりも、都道府県へ報告するプロセスを一本化したほ

うが対応が簡易となり、迅速な報告の徹底につながりやすい。 

• 迅速な報告が徹底されない場合には、都道府県が状況に基づき、

医療機関への依頼を行いやすい。 

都道府県と市町村が

密に連携を取れる 

• 支援依頼を通して、都道府県と市町村の担当者がコミュニケーシ

ョンをとるため、支援が困難なケースなどにおいて連携が取りや

すい。 
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図 19.岡山県における情報の流れ（全体） 

  

 

岡山県「新生児聴覚検査依頼票・結果票」（様式⑪） 
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岡山県「新生児聴覚検査要再検者連絡票」（様式⑫） 

 

  

（医療機関→県）

新生児聴覚検査要再検者連絡票

年 月 日

岡山県保健福祉部 健康推進課長 殿

医療機関名

代表者名

（担当者名）

（Ｔ ＥＬ）

下記の者については、検査の結果、再検査（精密検査）が必要と認められますのでお知らせします。
つきましては、対象者へのフォロー、状況把握等につきましてよろしくお願いします。

記

( )

MB-11

＜報告先＞ 〒700-8570 岡山市北区内山下２－４－６ 岡山県健康推進課 母子・歯科保健班
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岡山県「新生児聴覚検査事業精密検査実施報告書」（様式⑬） 

 

  

年 月 日
新生児聴覚検査事業精密検査実施報告書（ 回目）

岡山県保健福祉部 健康推進課長 殿

（精密検査機関名）
住 所
医療機関名
代 表 者

精密検査責任者

新生児聴覚スクリーニングの結果、スクリーニング機関から紹介のあった新生児の精密検査を実施
しましたので、次のとおり報告します。

記

( ふりがな)   
新生児の氏名 （性別 男 女 ，生年月日： 年 月 日）

母 親の氏名 （生年月日： 年 月 日）

住 所

（１）耳鼻咽喉学的診察所見 （ 年 月 日）

（２）ＡＢＲ閾値（ABR閾値判定用波形はコピーして添付）
検査日 年 月 日

右 耳： dBnHL （ dBnHL ）
左 耳： dBnHL （ dBnHL ）

（３）その他の検査

（精密検査結果を総合し、確定・未確定のいずれかを選択の上、結果を記入）

・確定診断 □中等度難聴
□中等度難聴

□高度難聴
□高度難聴

・未確定（疑い）

右耳： □正常 □軽度難聴 左耳
：□正常 □軽度難聴右耳：
左耳： □軽度難聴疑い

□軽度難聴疑い
□中等度難聴疑い
□中等度難聴疑い

□高度難聴疑
い
□高度難聴疑
い

□重度難聴
□重度難聴

□重度難聴疑い
□重度難聴疑い

（１）当院で経過観察・他疾患治療 （今後の聴力検査予定 ）

（２）他院紹介 岡山かなりや学園 それ以外

（３）経過観察 終了

（４）その他
＜報告先＞ 〒700-8570  岡山市北区内山下２－４－６ 岡山県健康推進課 母子・歯科保健班
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事例４.事業評価および新生児聴覚検査推進協議会における検討 

（静岡県） 

 

1. 静岡県における事業評価の流れ 

静岡県では、県（乳幼児聴覚支援センター）が集約した新生児聴覚検査に関する情報

（検査の実績データおよび医療機関への書面調査（新生児聴覚検査に関する実態調査）結

果）を分析し、事業評価を行っています。 

分析結果を基に、静岡県乳幼児聴覚支援協議会（平成 23 年度より年１回開催）の主要

な委員を中心に課題の検討を行い、さらに、協議会や新生児聴覚検査に関する検討会の場

で、関係機関に共有された上で、具体的な施策についての検討がなされます（図 20）。 

 

図 20.静岡県における関係機関による事業評価および連携体制 

 

 

2. 分析データ例 

関係機関が、データを基に新生児聴覚検査の実施状況を把握し課題を共有することで、

取り組みにおける連携が強化され、より具体的な対策につながります。 

 

医療機関における検査精度の分析（受検率、要再検査（リファー）率、等） 

産科医療機関毎に検査の実績データ（受検率や要再検査（リファー）率等）を分析し、

施設毎のばらつきが多いなどの課題があれば、協議会・研修会（講演会）、関係者会議等で

検討を行うとともに、必要に応じて対象機関にフィードバックを行っています。 
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精密検査受診時期および確定診断時期（精密検査機関調査より） 

精密検査の受診時期と確定診断時期を、対象児の月齢で分析することで、1-3-6 ルール

がどの程度達成されているかを把握しています（表 29）。このデータは、新生児聴覚検査

の成果を評価する上で、非常に重要となります。 

 

表 29：精密検査受診時期および確定診断時期毎の対象児数（イメージ） 

  

 

同意書取得率および結果の母子健康手帳への添付率（産科医療機関調査より） 

病院と、診療所・助産院それぞれの施設における同意書（検査申込書を含む）の取得率

（表 30）、および結果の母子健康手帳への検査結果の添付率を分析することで、課題を関

係機関（産婦人科医会など）と共有することができ、それぞれの施設における新生児聴覚検

査実施率や結果の添付率などの改善につながりました。 

また、県による施策を評価していくことは非常に重要ですが、新生児聴覚検査の費用助

成実施（平成２９年度より）のタイミングで、同意取得率が向上するなど、費用助成の効果

を確認することができました。 

 

表 30：同意書徴収率（イメージ） 
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事例５.医療機関等における検査実施体制の把握と共有 

（新潟県） 

 

新潟県では、年に１度、県内の産科医療機関を対象に、新生児聴覚検査の実施体制につ

いての調査を実施しています（調査項目は表 31 参照）。調査は、県から産科医療機関へ調

査票を郵送する形で行われ、分娩を取り扱うすべての施設からの回答を確認しています。 

 

表 31：産科医療機関への調査項目 

項目例 新生児聴覚検査実施の可否、（他院出生児に対する）外来での検査実

施の可否、検査方法、分娩数、検査児数（初回検査、確認検査） 

 

収集した情報の一部は、リストとしてまとめられ、県のホームページで公開されていま

す（図 21）。 

 

 

図 21.産科医療機関における検査実施体制の把握と市町村への共有 

 

 

（医療機関リストイメージ） 

 
 

市町村の担当者は、本リストを参照し、新生児聴覚検査が実施可能な産科医療機関を保

護者に案内することが可能です。 

特に、未受検児の保護者へ新生児聴覚検査の受検を勧める場合には、（他院での出生児

に対する）外来での検査が実施可能な医療機関を紹介しないと実際の行動には繋がらないた

め、非常に重要な情報となります。 
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事例６.検査機関の拡大 - 聴覚検査機器の購入補助 - 

（静岡県） 

 

静岡県では、平成２９年度より、県内の全分娩取扱機関（75 か所：平成２９年度時点）

において、新生児聴覚検査の受検が可能となりました。 

平成 17 年度時点での受検可能な分娩取扱機関の割合が 61.4%であることと比較する

と、10 数年で新生児聴覚検査の実施環境が大きく改善されたことがわかります。 

 

全分娩取扱機関において検査実施体制が整った背景として、県による検査実施機関での

検査機器購入費用の補助（平成 28 年度 新生児聴覚検査体制整備事業）があげられます。

事業の概要は、以下の通りです。 

 

表 32：新生児聴覚検査体制整備事業（平成 28 年度 検査機器整備） 

対象 内分娩取扱機関が検査機器を整備する場合の購入費用 

補助率 県 1/3、事業者 2/3 （助成限度額 1,000 千円） 

決算額 10,369 千円 

 

一方で、静岡県における取組は、分娩取扱機関に対する機器整備の働きかけのみなら

ず、さらなる受検率の向上および早期支援を図るためには多面的・総合的な事業展開が効果

的だと考え、平成 28 年度から以下の 3 つの取組を同時に展開し、全県的な体制作りが進

められました。 

静岡県における３つの取組 

 

 

全分娩取扱機関での検査実施体制が整った背景としては、機器整備の補助だけでなく、

「市町における公費助成制度創設に向けた支援」によって、平成 28 年度には０％（０市町

/３５市町）であった県内市町での公費助成の実施が、平成 30 年度には 100％（０市町/

３５市町）となったことや、「発見された難聴児等の母子支援体制の強化」として『乳幼児

聴覚支援支援センター（県立総合病院内）』を県が設置（委託）したことによって、発見後

の難聴児および保護者への支援の見通しがより明確になったことも関係しています。 
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（「発見された難聴児等の母子支援体制の強化」（乳幼児聴覚支援センター）について

は、「事例８. 乳幼児聴覚支援センターの設置と強化」（P85〜参照）で詳述します。） 

 

県担当者も、分娩取扱機関に対して、新生児聴覚検査の意義に加え、上記３つの取組を

説明し、全県的な体制作りがどこに向かっているかについての理解を求めました。 
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事例７.普及・啓発のためのパンフレットの作成 

 

事例７-1.啓発パンフレット（静岡県） 

 

静岡県では、県が作成したパンフレットを市町村に提供し、妊娠届提出時などの機会に

保護者へ配布しています。 

パンフレットでは、新生児聴覚検査についての必要な情報に加えて、難聴があると診断

された場合の早期療育の重要性についても触れており、保護者の理解を深めています。 

また、精密検査機関を掲載するとともに、相談窓口として静岡県乳幼児聴覚支援センタ

ーおよび県こども家庭課の連絡先を掲載し、何らかの疑いや不安等が生じた場合の受け皿を

明確にして次の行動へつながりやすくしています。 

 

静岡県パンフレット（三つ折り表面） 
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静岡県パンフレット（三つ折り中面） 

 

 

 

 

事例７-2.啓発パンフレット（新潟県） 

 

新潟県では、新生児聴覚検査についてや、「要再検査（リファー）」だった場合の難聴

があると診断された場合のの説明など重要な情報が記載され、市町村の担当窓口の改変が可

能なパンフレットのひな形を市町村に提供しています。 

 

市町村は、妊娠届提出時などの機会に保護者へ配布します。不安や不明なことがあった

場合の相談先として、市町村の窓口や地域の相談窓口（「子どものきこえ相談室」）を記載

することで、より身近で相談しやすい形としています。 
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新潟県パンフレット（表面） 
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新潟県パンフレット（裏面） 

  

ᬌᩏߩ⚿ᨐޟ߇ⷐౣᬌᩏߪ߈ߣߚߞߛޠ㧩Q
専門の耳鼻咽喉科（精密検査実施医療機関）でさらに詳しい聴力検査を受けていただくことが

必要です。
精密検査の結果、耳のきこえに障害があることが分かった場合、早くから適切な援助を受けること

により、お子さんの言葉やコミュニケーションの十分な発達を促すことができます。
また「要再検査」であった場合でも、必ず耳のきこえが悪いとは限りません。生まれたばかりの
赤ちゃんは、耳の中に液体が残っていたり、脳の発達がまだ十分でなかったりするため、新生
児期の聴覚検査にパスしないことがあります。また検査の時に泣いたり、動きすぎたりしてうまく
判定できない場合もあります。

検査の結果が要再検査だった場合、必ず精密検査を行う専門の医療機関で詳しい聴力検査を受けましょう。

新潟県内の精密検査実施医療機関

お子さんの「きこえ」や言葉の発達のことで心配な点がありましたら、お住まいの市町村の保健師や
「子どものきこえ相談室」にご相談ください。

新潟子どものきこえ相談室（新潟聾学校内）
受　付 月～金曜日　9：00～17：00
電　話 025-364-0141
FAX 025-271-3106
e-mail school@niigatarou.nein.ed.jp
長岡子どものきこえ相談室（長岡聾学校内）
受　付 月～金曜日　9：00～17：00
電　話 0258-38-0191
FAX 0258-39-5665
e-mail tyounou@nagaokarou.nein.ed.jp
上越市子どものきこえ相談室
毎月第２水曜日実施
詳細は、上越市健康づくり推進課へお問い合わせください。
電　話　025-526-5111（内線1161）

地 域 の 相 談 窓 口

市町村母子保健担当窓口

新潟県福祉保健部健康対策課（H24.3）

医療機関名 住所 連絡先（代表）

新潟大学医歯学総合病院 新潟市旭町通１番町754番地 025-223-6161

新潟市民病院 新潟市中央区鐘木463番地７ 025-281-5151

長岡赤十字病院 新潟県長岡市千秋２丁目297番地１ 0258-28-3600

新潟県立中央病院 新潟県上越市新南町205番地 025-522-7711

チラシid6.indd   2 12/05/31   9:30
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事例８.要精密検査となった子どもの保護者への説明文書の作成 

 

事例８-1.精密検査受診の説明文書（高知県） 

 

高知県では、要精密検査となった子どもの保護者に説明文書「精密検査受診のお願い」

（様式⑭）を渡し、産科医療機関から保護者へ説明する際に使用しています。 

この説明文書では、精密検査により専門医がきこえの状態をより詳しく調べ、現在の状

態を総合的に判断すること、その検査結果を市町村の保健師に連絡すること、そして、今

後、きこえや言葉の発達については、市町村の母子保健担当課に相談できること等を記載し

ています。 

説明文書「精密検査受診のお願い」（様式⑭） 
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事例８-２. 要再検査の場合の検査方法に応じた結果説明様式（静岡県） 

 

静岡県では、要再検査（リファー）となった場合に使用する説明様式を、検査方法

（AABR か OAE か）ごとに準備しています。 

偽陽性（リファーとなっても、精密検査をすると異常がないこと）について説明するこ

とは、保護者の過度の心配を避けるために必要ですが、検査方法（AABR/OAE）によって

要再検査とされる割合が異なるため、それぞれの検査方法に応じて、正確な情報を提供して

います（様式⑮、⑯）。 

 

「結果説明 AABR『要再検』」（様式⑮） 

 

 

「結果説明 OAE『要再検』」（様式⑯） 

 

  

ちゃんの 保護者の方へ

ちゃんは、 月 日（ 日目）に行った新生児聴覚スクリーニング（AABR）に
おいて、「要再検：判定できないため詳しい検査をうけてください」という結果がでました。
しかし、この結果がでた赤ちゃんが、必ずしも「聴こえに異常がある」「聴こえにくい」というわけではありませ

ん。
生まれつき難聴がある赤ちゃんは1000人のうち1～２人（0.1%～0.2%）と言われていますが、この検査機器では

1000人のうち10人～30人（1～3％）のお子さんが「要再検」となることが知られています。耳垢がつまっていたり
検査時に少し動いてしまったりするなど検査時の赤ちゃんの状態によってうまく検査ができなかった可能性もありま
す。ですが、耳鼻咽喉科で耳の中をみてもらい、きちんと詳しい検査をして確かめましょう。

赤ちゃんのきこえの詳しい検査ができる耳鼻咽喉科をご紹介しますので、受診してください。

令和 年 月 日
病院 科

〒○○○-○○○○  ○○市○○○○
電話. ○○○-○○○-○○○○ FAX. ○○○-○○○-○○○○

ちゃんの 保護者の方へ

ちゃんは、 月 日（ 日目）に行った新生児聴覚スクリーニング（OAE）にお
いて、「要再検：判定できないため詳しい検査をうけてください」という結果がでました。
しかし、この結果がでた赤ちゃんが、必ずしも「聴こえに異常がある」「聴こえにくい」というわけではありませ

ん。
生まれつき難聴がある赤ちゃんは1000人のうち1～２人（0.1%～0.2%）と言われていますが、この検査機器では

1000人のうち30人～70人（3～7％）のお子さんが「要再検」となることが知られています。耳垢がつまっていたり
検査時に少し動いてしまったりするなど検査時の赤ちゃんの状態によってうまく検査ができなかった可能性もありま
す。ですが、耳鼻咽喉科で耳の中をみてもらい、きちんと詳しい検査をして確かめましょう。

赤ちゃんのきこえの詳しい検査ができる耳鼻咽喉科をご紹介しますので、受診してください。

令和 年 月 日
病院 科

〒○○○-○○○○ ○○市○○○○
電話. ○○○-○○○-○○○○ FAX. ○○○-○○○-○○○○
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事例９.乳幼児聴覚支援センターの設置と強化 

（静岡県） 

 

1. 静岡県乳幼児聴覚支援センターの概要 

静岡県では、難聴（またはその疑い）の子どもおよびその保護者への支援体制の強化を

目指し、その中核を担う機関として、平成 22 年度より、静岡県乳幼児聴覚支援センターを

設置しています（表 33）。 

センターは、静岡県立総合病院へ委託する形で運営され、令和２年 3 月現在、言語聴覚

士２名によって高い専門性に基づく支援が行われています。 

 

その事業内容は、難聴（またはその疑い）の子どもおよびその保護者への個別支援を中

心に据えつつ、関係機関との連絡調整、産科医療機関や市町に対する支援や、関係者のスキ

ル底上げのための技術支援（研修など）、啓発事業まで多岐に渡り、県の母子保健担当や市

町保健センター、各専門機関の担当者と密接に連携を取りつつ運営されています。 

 

表 33：静岡県乳幼児聴覚支援センター概要 

設置主体 静岡県（独法県立病院機構 静岡県立総合病院へ委託） 

設置場所 静岡県立総合病院 

設置年度 平成 22 年度（平成 29 年度より体制強化） 

体制 言語聴覚士２名（平成 29 年度より１名増員し、現在の体制に） 

事業内容 

① 要精密検査となった子どもの情報集約 

(ア) 産科医療機関から精密検査が必要な子どもへの支援依頼が集まる 

(イ) 精密検査機関からの診断結果報告 

(ウ) 市町保健センターとの情報共有、支援における連携 

② 精密検査機関への連絡調整（受診依頼等） 

③ 難聴（またはその疑い）の子どもおよびその保護者への個別支援（電

話相談および面接相談） 

④ 産科医療機関や市町からの相談対応 

⑤ 支援機関等への情報伝達（産科医療機関や市町との連絡） 

⑥ 人工内耳装着児等の母子支援（療育教室等の開催、個別相談の実施） 

⑦ 技術支援：研修会等の開催 

⑧ 啓発事業（パンフレットの作成および配布） 

⑨ 補聴システム貸与事業 
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2. 乳幼児聴覚支援センターによる情報集約および関係機関における連携 

新生児聴覚検査に関わる一連の情報（特に、支援が必要とされる、要精密検査となった

子どもに関する情報）は、一旦、乳幼児聴覚支援センターに集約され、必要に応じて市町村

に共有されます（図 22）。 

乳幼児聴覚支援センターは、各専門機関との連携において中心的役割を担うとともに、

市町村と情報を共有しつつ、個別ケースにおいてより高い専門性が求められる場合の支援を

行います。 

図 22.情報集約および関係機関における連携の流れ 

 

 

3. 個別支援における、静岡県乳幼児聴覚支援センターと市町の役割 

難聴（またはその疑い）の子どもおよびその保護者への個別支援においては、乳幼児聴

覚支援センターと市町保健センターが、以下それぞれの役割を担っています（図 23）。 

 

図 23：乳幼児聴覚支援センターと市町保健センターの役割 

 

 

4. 今後に向けての課題 

現状、支援の素地は整ってきているものの、中長期にわたる支援は未だ十分とはいえ

ず、乳幼児聴覚支援センターの更なる機能強化を図ると共に、教育委員会を含めた関係機関

との連携を深めていく必要性を認識しています。 
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新生児聴覚検査の体制整備の前提として、知っておいて欲しいことを、以下、資料としてご

紹介します。 

1 乳幼児の難聴について 

1.1 きこえの仕組みと難聴 

1.2 難聴児に対する療育 

1.3 新生児期に見つけるべき難聴 

1.4 新生児期には発見できない難聴 

2 新生児聴覚検査の概要 

2.1 新生児聴覚検査の流れ 

2.2 新生児聴覚検査 

(ア) 新生児聴覚検査とは 

(イ) 新生児聴覚検査の実施時期と実施場所 

(ウ) 保護者への検査の説明と同意 

(エ) 結果の説明 

2.3 精密検査機関における診断 

(ア) 精密検査とは 

(イ) 精密検査機関 

(ウ) 精密検査の実施時期 

3 保護者への支援において特に配慮すべき事がら 

 

 

 

 

資料編： 

新生児聴覚検査の体制整備の 

前提として知っておいて欲しいこと 
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1. 乳幼児の難聴について 

1.1. きこえの仕組みと難聴 

音は空気の振動（音響）です。空気の振動はまず内耳まで伝えられ、内耳で電気信号に

変換され、その後音の複雑な分析処理が行われつつ聴神経〜脳幹を経て大脳で認知されま

す。この大脳での認知が「音を感じる」ということです。 

この一連の「音響の受容から認知までの機構と機能およびそれを通じて生じる感覚（日

本聴覚医学会）」が聴覚です。 

音響の受容から認知までの機構と機能のいずれかに支障がある場合が難聴ですが、外耳

道から鼓膜、耳小骨を通して内耳まで振動を伝える経路に異常がある場合を伝音難聴とい

い、内耳に伝わった振動を電気信号に変える、脳の聴覚野に伝える過程に異常がある場合を

感音難聴といいます（表 34）。 

  

表 34：伝音難聴と感音難聴 

 伝音難聴 感音難聴 

異常部位 
外耳から中耳（内耳まで振動を伝

える経路）の異常 

内耳、蝸牛神経、脳（振動を電気信

号に変えるか、あるいは電気信号を

脳に伝える過程）の異常 

支障 音が小さくきこえる 

音がきこえない・音がひずむ、音が

きこえるけれども言葉が聞き取れな

い、など 

出典：一般社団法人 耳鼻咽喉科学会 HP より 

 

日本聴覚医学会の「難聴対策委員会報告」によると、難聴の程度は以下のように説明さ

れます（表 35）。 

 

表 35：難聴の程度 

重度 補聴器でも、聞き取れないことが多い。人工内耳の装用が考慮される。 

高度 
非常に大きい声か補聴器を用いないと会話がきこえない。しかし、きこえても

聞き取りには限界がある。 

中等度 普通の大きさの声の会話の聞き間違いや聞き取り困難を自覚する。 

軽度 小さな声や騒音下での会話の聞き間違いや聞き取り困難を自覚する。 

出典：日本聴覚医学会「難聴対策委員会報告­難聴（聴覚障害）の程度分類について­」 
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1.2. 難聴児に対する療育 

難聴児においても健聴児と同じく、健やかな母子・親子関係の形成を促し、コミュニケ

ーションの基盤をつくっていくことが大切です。難聴児への支援は“言葉”の訓練にとどま

らず、難聴がありながらも個々の子どもの諸能力が最大限に発達するのを支援することで

す。 

脳の可塑性が認められる時期の学習が有効であることは広く認められていますが、難聴

においても、早期支援が言語力、言語性認知能力を高めることが実証されています。 

言葉の発達に影響を与える程度の難聴がある場合、早期（生後６か月以内が一つの目

安）に療育を始める必要があります。 

療育の要否や適切な開始時期については、精密検査等を通して専門家によって判断され

ますが、早期療育の機会およびそこにつながる専門家の判断の時期を逸しないような意識を

持つことが大切です。 

   

療育に関連する用語 

l 補聴器：（出典：一般社団法人 耳鼻咽喉科学会 HP より） 

Ø 補聴器は普通の大きさの声で話される会話が聞き取り難いときに、はっきりと

聞くための管理医療機器です。 

Ø 補聴器が必要か効果があるかの判断は専門医の診断が必要です。 

Ø 補聴器には、その形状と機能上でいろいろな種類があります。難聴の程度に応

じて、少し聞き取りにくい軽い難聴用からほとんど声が聞き取れない高度の難

聴用まであります。 

Ø 補聴器は個人ごとに細かい調整が必要です。難聴疾患のために障害を受けた耳

の残された聴覚を使って、ことばを聞き分ける能力を最大限に発揮させること

が、補聴器を最も効果的に使用できる重要な要素ですから、補聴器相談医の診

断に基づいて調整をしてもらいます。微細な調整は素人やコンピュータではで

きません。医師の正しい方針と熟練した言語聴覚士、補聴器技能者などの技術

が必要となります。 

Ø 難聴が重く身体障害者に認定されれば、聴力に見合う補聴器を購入する際に、

一定額の費用が支給されます。 

l 人工内耳：（出典：一般社団法人 耳鼻咽喉科学会 HP より） 

Ø 人工内耳は、現在世界で最も普及している人工臓器の 1 つで、聴覚障害があり

補聴器での装用効果が不十分である人に対する唯一の聴覚獲得法です。人工内

耳は、その有効性に個人差があり、また手術直後から完全にきこえるわけでは

ありません。人工内耳を通して初めて聞く音は、個人により様々な表現がなさ

れていますが、本来は機械的に合成された音です。しっかりリハビリテーショ

ンを行うことで、多くの場合徐々に言葉が聞き取れるようになってきます。こ
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のため、術後のリハビリテーションが大切です。また、リハビリテーションに

は、本人の継続的な積極性と、家族の支援が必要です。 

Ø 小児の難聴においては、最適な補聴器装用を少なくとも 6 か月以上継続して

も、効果が不十分で平均補聴レベルが話し声レベルを超えない場合（小児の場

合、補聴レベルで 45dB 程度以上が目安）は人工内耳の適応を検討する必要が

あると考えられます。 

l 手話：（出典：公益社団法人 東京聴覚障害者総合支援機構 東京都聴覚障害者連盟 HP より） 

Ø 視覚的にもっともスムーズで有効なコミュニケーション手段であり、特に集団

での場面ではほとんどハンディなくコミュニケーションできますが、マスター

するのに時間がかかります。 

Ø 音声言語に手話をあてて表現する「音声言語対応手話（日本語対応手話）」と、

手話を母語として独自の文法により表現する「日本手話」に大別されますが、

コミュニケーションの面では厳密に区別されておらず（言語としては区別され

ます）、使い分ける人や混ぜて使う人も多いです。 

 

 

片耳難聴について 

片耳難聴は、健側の聴力は正常ですので、ことばの発達に大きな問題はきたさない

ことがほとんどですが、言葉が出てくるのが少し遅れてくることがあります。構音が

不明瞭であるとか、言葉の発達が遅いようであれば療育などが必要となることもあり

ます。 

また、音の方向がわからない（結果、交通事故に遭いやすいなどの不都合を生じま

す）、3 人以上で話す時に話についていけない、席によっては先生の声がよく聞き取れ

ないなどの問題が現れるため、複数人数でのコミュニケーションが増えてくる幼児期

後期から学童期にかけては、そうした問題が生じていないか気をくばる必要がありま

す。 

保護者にも留意を促すと共に、市町村内においても関連部署と情報を共有し、連携

を取りつつ子どもを支援することが求められます。 
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1.3. 新生児期に見つけるべき難聴 

乳幼児の難聴には、先天性のものと乳児期以降に難聴が現れるものがあります。新生児

聴覚検査で見つけられる難聴（中等度以上で、両側性で、不可逆なもの）は、学童期までに

発見可能な難聴のうちの約６０％*とされています。 

*出典：Watkin PM, Baldwin M. Identifying deafness in early childhood: requirements after the 

newborn hearing screen. Arch Dis Child. 2011 Jan;96(1):62-6. 

 

このうち半数は、ハイリスク因子（表 36）がありますが、残りの半数は特別なリスク因

子がなく、検査をして初めて発見されます。 

 

表36：先天性聴覚障害のハイリスク因子 (Joint Committee on Infant Hearing 1994) 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

極低出生体重児 
重症仮死 
高ビリルビン血症（交換輸血施行例） 
子宮内感染（風疹、トキソプラズマ、梅毒、サイトメガロウィルス等） 
頭頸部の奇形 
聴覚障害合併が知られている先天性異常症候群 
細菌性髄膜炎 
先天聴覚障害の家族歴 
聴神経毒性薬剤使用 
人工換気療法（５日以上） 

 

1.4. 新生児期には発見できない難聴 

新生児期以降において徐々に発現する進行性難聴、中耳炎等に伴う難聴は、新生児聴覚

検査では発見できません。乳幼児健康診査などの場や、家族や保育所、幼稚園での観察で発

見する必要があります。 

「新生児聴覚検査で異常がなかったから、難聴はもう大丈夫。」と思わず、乳児健康診査

や 1 歳６か月健康診査、３歳児健康診査でも聴覚の評価を十分に行うことが大切です。 
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2. 新生児聴覚検査の概要 

2.1. 新生児聴覚検査の流れ 

新生児における難聴は、一般的に産科医療機関などにおける新生児聴覚検査と、その後

の精密検査機関における精密検査を通して発見されます（図 24）。 

 

図 24：新生児における難聴発見の一般的な流れ 

  

 

2.2. 新生児聴覚検査 

(ア) 新生児聴覚検査とは 

新生児聴覚検査は、検査を受ける新生児の聴力について、検査する時点で左右別に現時

点で難聴がない＝「パス（pass）」、あるいは正常データが取れなかったため再検査が必

要・精密検査でないと判定できない＝「要再検査（リファー）」の２つの群に振り分けるも

のです。 
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現在、新生児聴覚検査では AABR（Automated Auditory Brainstem Response：自

動調整脳幹反応検査）と OAE（Otoacoustic Emission：耳音響放射）の２種類の検査機

器が主に使用されており、いずれの検査も、新生児期に自然入眠下で、短い所要時間で、検

査者が特殊な技術を必要とせずに行うことができます（表 37）。 

一方で、検査機器の特徴の違いから、その感度（見逃しの多少）や特異度（偽陽性（リ

ファーとなっても、精密検査をすると異常がないこと）の多少）に違いがあり、新生児聴覚

検査においてはより精度の高い AABR を使用することが望ましいとされています。 OAE

では難聴児のうち聴神経難聴スペクトラム（Auditory neuropathy spectrum 

disorders(ＡＮＳＤ)）がある場合は、内耳機能は正常又は正常に近いためパスとなってし

まう（偽陰性）ためです。また AABR と異なり、OAE では偽陽性が出やすいので、その

分子どもの保護者に不安が生じるなどの負担がかかるため配慮が必要です。  

 

表 37：新生児聴覚検査機器の特徴の比較 

検査の種類 AABR OAE (耳音響放射) 

検査対象 脳幹の電気的信号 
内耳外有毛細胞の収縮による 

基底板の反響音 

感度 100％ 95〜98％ 

要再検率 約 1% 3〜５％ 

特徴 

• 外耳（屈曲・耳垢）や中耳（羊水

残存）の影響を受けにくい。 

• 環境騒音の影響を受けにくい。 

• OAE に比較してリファー率が低

い（偽陽性が少ない）。 

• 内耳機能を検査しているため、内

耳より中枢の異常（聴神経難聴ス

ペクトラム（Auditory 

neuropathy spectrum 

disorders(ＡＮＳＤ)等）は検出で

きない（見逃しが生じる）。 

• 外耳（屈曲・耳垢）や中耳（羊水

残存）に影響されやすい。 

• 環境騒音の影響を受けやすい。 

• AABR に比較して要再検査率が高

い（偽陽性が多い）。 

出典: 小児内科 vol.51 No.5 2019-5「新生児室で行われる検査の意義と実際 新生児聴覚スクリーニング」

（片岡祐子）を基に一部改定 

 

(イ) 新生児聴覚検査の実施時期と実施場所 

先天性の難聴を早期診断・早期支援につなげるためには、生後１か月以内に新生児聴覚

検査を行う必要があります。 

産科医療機関で入院中に検査が可能であれば、生後２～４日以内に初回検査が行われ、

パスしなかった場合には、退院までの概ね生後 1 週間以内に確認検査が実施されます。た

だし、NICU に入院している子どもは主治医の判断に従って、退院前までに実施します。 

検査は子どもの自然睡眠下あるいは安静時に実施するため、産科医療機関に入院中であ

れば検査可能な機会が多く、また、出生児全員の実施状況を把握しやすいというメリットが

あります。施設によっては、１か月健診時に行う場合もあります。 
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何らかの事情で、入院中に聴覚検査を実施できなかった場合には、生後１か月以内に実

施します。検査が受けられなかった子どもを受け入れ、外来で新生児聴覚検査を実施してい

る医療機関もあります。 

 

(ウ) 保護者への検査の説明と同意 

新生児聴覚検査の実施にあたっては、表 38 の内容について保護者に説明すると共に、

検査の実施および追跡調査のための登録に関して、文書による同意を得る必要があります。 

 

表 38：保護者に説明すべき内容 

• 検査の目的（特に、新生児聴覚検査は精密検査の必要性を判定するためのも

のであり、難聴の有無を判定するものではないこと） 

• 発見される難聴の頻度、早期発見・早期支援の重要性 

• 検査の方法、検査の非侵襲性 

• 検査結果が「要再検査（リファー）」時の対応、ロードマップ 

 

説明および同意の取得は、新生児聴覚検査の意義や検査方法について十分に理解してい

る、医師、助産師、看護師等の医療従事者が行います。 

 

(エ) 結果の説明 

「パス（pass）」、「要再検（リファー）」いずれの場合においても、保護者への結果

説明は、新生児聴覚検査の意義や検査方法について十分に理解している医療従事者から行わ

れます。保護者への説明にあたっては、誤解や過剰な不安を与えないよう、特に、「要再検

（リファー）」の場合は十分な配慮が必要となります。 

 

「パス」と判定された場合 

• 検査時点では聴覚に異常が認められなかったことを意味します。 

• 一方で、その後の成長過程で発症する流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）や中耳炎の

罹患による難聴や、遅発性・進行性難聴等は、この時点では発見できないため、新

生児聴覚検査を「パス（pass）」した場合でも、その後の聴覚の発達等に注意す

ることを保護者に十分に説明しておくことが必要です。 

• また、ハイリスク因子を持つ子どもの場合は、スクリーニング検査で「パス

（pass）」の場合も３歳までは定期的に聴覚検査を受けることを促します。 
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「要再検査（リファー）」と判定された場合 

• 保護者への説明は特に配慮が必要であるため、医師や助産師等によって行われま

す。 

• 特に確認検査で「要再検査（リファー）」の場合、「反応は不十分であるが、偽陽

性のこともあり、難聴があるか否かは現時点では不明であるので、できるだけ早く

精密検査を受けることが必要」であることが保護者に説明されます。この際、適切

な精密検査機関の紹介が行われることが非常に大切です。 

• また、確認検査から精密検査の実施までの間、「難聴の疑い」として放置されるこ

とは、しばしば保護者に多大な心理的苦痛を与えます。このため、結果の十分な説

明を行い、疑問に丁寧に応えるとともに、極力迅速に精密検査の受診を促します。

また、不安が募った時に改めて相談できる機関や相談先の紹介も重要となります。 

 

2.3. 精密検査機関における診断 

(ア) 精密検査とは 

小児難聴の専門家である耳鼻咽喉科の医師が行う、聴力の確定のための検査です。精密

検査は、聴性脳幹反応（ABR）あるいは聴性定常反応検査（ASSR）などの他覚的検査

と、行動反応聴力検査（BOA）等の幼児聴力検査を必ず組み合わせて難聴の有無を判断し

ます。 

新生児から乳児の時期の聴覚の評価は、専門的な技術を要し、結論が出るまで時間を要

する場合もあります。また、検査結果によっては何度か検査を繰り返すことで難聴の有無を

判断する必要があるため、時間がかかる可能性があります。数か月以内に、もう一度精密検

査をやり直すこともあります。 

 

精密検査機関で行われる様々な検査：  

出典：一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会 「新生児聴覚スクリーニングマニュアル」より 

l 耳の診察  

外耳道に耳垢があったり、中耳に羊水が貯留したりしていることがあります。耳垢

は丁寧に除去し、中耳の状態を評価しやすくします。  

 

l 聴性行動反応聴力検査（Behavioral observation audiometry: BOA）  

種々の音刺激を呈示し，乳幼児の聴性行動反応を観察することにより聴覚閾値を評

価する検査法。 聴性行動としては、突然の音にビクッとする Moro 反射、眼瞼が

ギュッ閉じる眼瞼反射、眠っているときに突然大きな音がすると眼瞼が開く覚醒反

射などを観察して、聴覚機能を推測します。 
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l 聴性脳幹反応（Auditory Brainstem Response: ABR）/ 聴性定常反応（Auditory 

Steady-State Response: ASSR）  

自然睡眠でのスクリーニングと異なり、鎮静剤を用いた睡眠下に刺激音を聞かせ

て、頭皮上から得られる聴性電位変動をみる電気生理学検査です。診断用の専用機

器を用いて得られた波形から、左右別の反応閾値を決定します。 

 

l 耳音響放射検査（Otoacoustic Emission: OAE） 

外耳道に挿入した音響プローブにより、内耳からの微弱音を検出する内耳有毛細胞

機能の他覚的検査。診断用の専用機器を用いてスクリーニングよりも細かく評価し

ます。  

 

l ティンパノメトリー 

外耳道、鼓膜および耳小骨の伝達機能を評価する検査で、中耳炎、耳小骨異常など

を検出します。  

 

l 画像検査（単純レントゲン、CT・MRI など）  

難聴の原因を探る目的で中耳、内耳、後迷路の状態を評価します。中耳炎の有無、

耳小骨病変の有無、中耳・内耳形態異常の有無などが分かれば、方針決定に重要な

情報となります。  

 

(イ) 精密検査機関 

十分な設備と人員を備え、乳幼児の難聴を的確に判定できる施設として、一般社団法人 

日本耳鼻咽喉科学会が「新生児聴覚スクリーニング後の精密聴力検査機関リスト」を公表し

ています。（http://www.jibika.or.jp/citizens/nanchou.html） 

また、乳幼児の聴覚障害の聴覚検査機器（聴性脳幹反応（ABR）等）が設置されている

病院あるいは診療所に対して、地理的状況や現状を考慮し、都道府県が精密検査機関として

指定している地域もあります。 

 

(ウ) 精密検査の実施時期 

先天性難聴の場合、生後 3 か月までに診断を確定し、適切な医療・療育につなげること

が望まれます。精密検査機関には、確認検査後、可能な限り速やかに精密検査を実施するこ

とが期待されます。 

 

(エ) 精密検査の結果と保護者への説明 

精密検査で難聴を認めた場合（またはその疑いがある場合）は、医療者が保護者に適切

な医療や早期支援の必要性と効果を説明し、必要に応じて地域において早期支援を実施して

いる早期支援施設を紹介します。 
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3. 保護者への支援において特に配慮すべき事がら 

 

子どもが「難聴（もしくはその疑い）がある」とされた保護者が抱える不安は計り知れ

ないものがあります。支援すべき対象は難聴児本人だけでなく、その子どもを育てていく

親・家族を含みます。 

保護者の心情はその時々でも変わりうる複雑なものであり、一つの型にはめることはで

きませんが、様々な事がらが絡みうるということを踏まえ、個々人の状況や気持ちを十分に

くみ取りつつ、対応することが重要です。以下、保護者が抱えうる心理的社会的な事柄の例

をあげますので、これらをご参考にしてください。 

 

「難聴（もしくはその疑い）がある」児を持つ保護者が感じる可能性のある事がらの例： 

• 自分を責めてしまう気持ち 

難聴の疑いがあるとされた場合、「なぜうちの子が」という当惑の後、「なんで

ちゃんと産んであげられなかったのか」などと自責感を抱く母親もいます。周囲、

特に家族（実父母や夫、義父母）による母親への支持が必要となる場合もあり、家

族全体への支援が必要となる場合もあります。 

 

• 育児不安 

子育てには少なからず不安が伴いますが、きこえとの関係でさらに特別な育児が

必要なのかという不安が生じることもあります。難聴の有無に関わらず、子育ての

基本は同じであること、子どもを可愛がること、育児を楽しむことが大切だと伝え

る支援が必要となります。きこえに配慮した子育てについては、専門家の指導に任

せつつ、子どもの発達段階に応じて、育児不安を増強しないよう丁寧に相談にのっ

ていくことが大切です。 

また、「がんばりすぎてしまう」保護者もいるため、その点についても注意する

必要があります。 

 

• 愛着形成の問題 

新生児期に難聴の疑いを指摘されると、その衝撃から、保護者が大きなストレス

を抱え不安定になることで、子どもとの関係性も不安定になり、愛着形成に問題が

起こる可能性も考えられます。要精密検査となった子どもの家庭については、その

後も継続して十分に気をつけて見守ることが重要です。 

 

• 家庭内の問題に遭遇したら 

難聴の疑いを指摘された時に、家族の誰かが検査結果を「認めない」ことも、生

じ得ます。その結果、母親が板挟みとなり、子どものきこえが心配でも精密検査に

連れて行けず、産後の心身の疲労の中、さらに孤独に苦しむことも考えられます。 
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短期的に家庭内の問題に介入し解消することは困難ですが、支援する立場として

家族との関係にも気を配り状況を把握しつつ、気持ちに寄り添う支援を行いながら

精密検査等の適切な対応に結びつけましょう。 
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新生児聴覚検査の体制整備に係る関係機関との連携フロー 

 

l 新生児聴覚検査については、都道府県・市町村・医療機関・療育機関など、各関

係機関との円滑な連携を図るため、協議会を設置することが重要です。 

l また、協議会の中で議論・作成すべき内容については、まず、関係機関での役割

を示した事務フローを作成することが重要です。事務フローを作成することで、

関係機関での連携内容の確認や、難聴児を持つ保護者への説明などにも活用する

ことができます。 

l 以下のとおり、事務フローの作成に関する考え方等を参考にお示ししますので、

各自治体の実情に合わせて、適宜見直してください。 

 
【参考：事務フロー】 

 
 
 
 
 
 
※ 事務フローを作成する際、難聴児の早期発見・早期介入を目指し、遅くとも生後
１か月までに新生児聴覚検査を実施し、生後３か月までに精密検査で診断、生後６か
月までに療育を開始することが重要です。 
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l 事務フローに記載した内容のうち、仕組み作りのために準備すべき内容の概要を

以下に記載します。仕組みを更に充実させるため、手引き本編を適宜引用しなが

ら議論・作成しましょう。「▶Pxx」は、手引き本編の該当ページ数を示しま

す。 

l 「１．都道府県・市町村」、「２．産科医療機関」など、それぞれの実施機関の

業務内容（赤字【①】、【②】など）について、概要を記載しています。適宜引

用して下さい。 

 
１．都道府県・市区町村がすること 

＜全体的に実施すべきこと＞ 

ａ情報集約のための様式及びプロ

セスの整備 

産科医療機関や精密検査機関から直接、市町村もしくは都道

府県に情報を集めるための様式及びプロセスを医療機関と検

討・構築する。                 ▶P12〜 

ｂ関連機関への情報共有 把握した情報を、必要に応じて関連機関（市町村、産科医療

機関、精密検査機関、療育機関、等）へ適切なタイミングで共

有する。                    ▶P18 

ｃ保護者からの同意取得のプロセ

スの整備 

関連機関間において情報の共有を図るために必要な同意を保

護者から得るための仕組みを構築する。      ▶P19〜 

 

ｄ難聴児の発見から療育に向けた

切れ目ない支援体制の整備 

新生児聴覚検査で発見された難聴児を、療育機関に繋げるに

とどまらず、乳幼児期から学童期までの切れ目ない支援を行う

ため、教育委員会や障害福祉部局等も含めた連携体制を構築す

る。                      ▶P24 

ｅ普及・啓発パンフレットの作成 都道府県、市町村や医療機関が新生児聴覚検査の説明・啓発

を行う際に使用できる、パンフレットを作成する。 ▶P27〜 

 

ｆ医療機関・市町村への相談支援 （主に都道府県）産科医療機関の医療従事者や市町村担当者に

対しても、聴覚に関する専門的な照会への対応や、地域の療育

機関との連携についての相談対応を行う。     ▶P30 

  

ｇ保護者への個別支援窓口の設置 乳幼児の難聴について十分な知識を持つ看護師、助産師、言

語聴覚士等による専門相談窓口を設置し、保護者からの専門性

を要する相談/照会への対応を行う。        ▶P30 

ｈ新生児の受検有無の把握と未受

検児の保護者への受検勧奨 

自治体として、新生児聴覚検査受検の有無を網羅的に把握す

るとともに、未受検児の保護者への受検勧奨を徹底する。 

▶P33〜 
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① 「検査の実施状況把握」について 

ａ医療機関等における検査実施体

制の把握と共有 

管内の産科医療機関における、検査の実施体制（検査機器の

普及状況、外来での検査の実施可否など）を把握し、リスト化

して市町村に共有する。             ▶P25 

② 「要精検児の把握」について 

n 要精検となった児の把握と情報

提供 

要精検となった児のリストを作成し、フォローアップを行

う。必要に応じて、精密検査機関の案内や、その後の幅広い

療育の選択肢を含むロードマップ等の情報提供を行う。 

                    ▶P36、P28〜 

③「受診状況・診断結果の把握」について 

n 要精検となった児の精密検査の

早期受診に向けた支援 

1-3-6 ルールに則り、要精検となった児の確実な精密検査の

受診を促す。精密検査機関でも実施されることがあるが、自治

体としても、併せて促していく。          ▶P33〜 

n 要精密検査に関する説明様式の

整備 

要精検となった児の保護者に対して、リファーが意味すると

ころ、精密検査受診の必要性、要支援となった場合の幅広い選

択肢を含むその後のロードマップ等を適切に伝えるための説明

様式を作成する。                 ▶28〜 

④「療育状況の把握」について 

n 精密検査の結果、要療育である

場合の支援 

確実に療育に繋がっているか把握するとともに、保護者にと

って身近な支援者として心理的な支援を行い、必要に応じて療

育機関などの関連機関と連携を行う。        ▶P14 

 

２．産科医療機関がすること 

①「保護者への説明・同意取得」 

ａ 新生児聴覚検査についての啓

発・情報提供 

新生児の保護者に対して、検査を行うことの意義・目的等に

ついて十分理解できるよう、また過度な不安を与えないよう、

周知徹底を図る。                 ▶P34 

ｂ 関係機関との情報共有のため

の同意の取得 

新生児聴覚検査に関する情報を、関係機関と共有するための同

意を取得する。                     ▶P19〜 

②「結果報告月次」 

n 新生児聴覚検査の受検状況の自

治体への情報提供 

都道府県単位で構築された情報集約の仕組みを運用し、新生児

聴覚検査に関する情報を網羅的に収集し、定期的に自治体に、受

検状況・結果・検査機器・精密検査機関名等の情報提供を行う。 

            ▶P12〜  

③「連絡（随時）」 

n 要再検となった児の自治体への

情報提供 

要再検（リファー）となった児について，自治体に情報提供し、

連携して支援を行う。              ▶P12〜 
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④「精密検査依頼」 

n 要精検となった児の精密検査の

早期受診に向けた支援 

1-3-6 ルールに則り、要精検となった児の確実な精密検査の受

診を促す。自治体でも受診勧奨を実施しているが、産科医療機関

は即応性が高いことから、積極的に受診を促していく。この際、

必要に応じて、幅広い療育の選択肢やロードマップなどの情報提

供に努める。                  ▶P28〜 

 

３．精密検査機関がすること 

①「情報提供（随時）」 

ａ情報共有のための様式及びプロ

セスの運用 

都道府県単位で構築された情報集約の仕組みを運用し、新生

児聴覚検査に関する情報を網羅的に収集する。   ▶P12〜 

ｂ支援が必要と判断された児の保

護者に対する情報提供 

 児のニーズにあった幅広い療育の選択肢の提供等、適切な情

報を提供する。また、必要に応じて、より専門的な相談支援が

可能な自治体の相談窓口へ繋げる。        ▶P30 

 

４．療育機関がすること 

①「早期療育の開始～継続」 

ａ情報共有のための様式及びプロ

セスの運用 

都道府県単位で構築された情報集約の仕組みを運用し、新生

児聴覚検査に関する情報を網羅的に収集する。   ▶P12〜 

ｂ支援が必要と判断された児の保

護者への支援 

心理的支援を行い、医療からの脱落を防ぐ。また、必要に応

じて、より専門的な相談支援が可能な自治体の相談窓口へ繋げ

る。                      ▶P30 

 

上記の業務のほか、検査結果で難聴又は難聴疑いと診断された子が、その後どのよ

うな経過をたどったのか、協議会などの場において、関係機関間に共有することで、

関わっている方々のモチベーションにつながるといった効果が期待できます。 



 

資料： 
l 悉皆調査票（都道府県） 

「新生児期及び乳幼児期における聴覚検査の実施体制に関する実態調査研究」 

l 悉皆調査票（市町村） 

「新生児期及び乳幼児期における聴覚検査の実施体制に関する実態調査研究」 
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２０１９年度子ども・子育て支援推進調査研究事業（国庫補助事業） 

新生児期及び乳幼児期における聴覚検査の実施体制に関する実態調査研究 

 
都道府県： 

 

所属課： 

 

ご担当者： ご連絡先（電話番号）： 

 
以下の設問にお答えください。（令和元年 11 月１日時点の状況を回答してください） 

解答方法：当てはまる □ ボックスに ☑ を記入してください。 
 

1. 新生児聴覚検査に関する、情報の管理についてお伺いします。 

1.1. 管内において、把握・管理している新生児聴覚検査に関するデータについて、以下の中から全てお答えください。 

□1．初回検査の受診の有無（受診率）   □2．初回検査の検査方法   □3．初回検査のリファー率 

□4．確認検査の受診の有無（受診率）   □5．確認検査の検査方法   □6．確認検査のリファー率  

□7．要精検率   □8．精密検査の受診の有無   □9．精密検査の受診時期 

□10．受診した精密検査機関    □11．精密検査の結果   □12．確定診断時期  

□13．療育の状況   □14．その他（     ） 

 

1.2. 管内において、協議会等で医療機関や療育機関も含めた関係者に分析結果が共有されているデータについて、

以下の中から全てお答えください。 

□1．初回検査の受診の有無（受診率）   □2．初回検査の検査方法   □3．初回検査のリファー率 

□4．確認検査の受診の有無（受診率）   □5．確認検査の検査方法   □6．確認検査のリファー率  

□7．要精検率   □8．精密検査の受診の有無   □9．精密検査の受診時期 

□10．受診した精密検査機関    □11．精密検査の結果   □12．確定診断時期  

□13．療育の状況   □14．その他（     ） 

 

2. 新生児聴覚検査を推進する上での課題についてお答えください。 

2.1. 管内において新生児聴覚検査体制を推進する上で、以下それぞれの対策についてどの程度課題だと感じてい

ますか。以下、それぞれに当てはまるものをお答えください。①〜24 以外に課題だと感じることがあれば、25 その

他としてお書きください。 

 課題 
まあ 

課題 

どちらとも

言えない 

あまり 

課題 

ではない 

課題 

ではない 

新生児聴覚検査の受検環境の整備について      

① 新生児聴覚検査の実施が可能な分娩施設の整備 □1 □2 □3 □4 □5 

② 公費負担による保護者の金銭的負担の軽減 □1 □2 □3 □4 □5 

③ 初回検査を受けられなかった児が受検可能な体制（外来検

査など）の整備 
□1 □2 □3 □4 □5 

保護者への啓発・適切な情報提供について      

④ 新生児聴覚検査に関する保護者への啓発 □1 □2 □3 □4 □5 

⑤ 分娩施設における新生児聴覚検査の受検勧奨 □1 □2 □3 □4 □5 

⑥ リファー児・要精検児への適切な検査結果の説明 □1 □2 □3 □4 □5 

 



 2 

（2.1.続き） 課題 
まあ 

課題 

どちらとも

言えない 

あまり 

課題 

ではない 

課題 

ではない 

精密検査の受診環境の整備について      

⑦ 要精検児への適切な精密検査機関の紹介の徹底 □1 □2 □3 □4 □5 

⑧ 精密検査機関が遠方にあるなど物理的な問題の解消 □1 □2 □3 □4 □5 

⑨ 精密検査機関の予約待機時間の短縮 □1 □2 □3 □4 □5 

新生児聴覚検査に関するデータの把握について      

⑩ 新生児聴覚検査の受検有無の把握 □1 □2 □3 □4 □5 

⑪ 新生児聴覚検査の結果の把握 □1 □2 □3 □4 □5 

⑫ 精密検査の受診の有無の把握 □1 □2 □3 □4 □5 

⑬ 精密検査の結果の把握 □1 □2 □3 □4 □5 

個別ケースにおけるフォローアップについて      

⑭ 初回検査を受けられなかった児に対する受検勧奨 □1 □2 □3 □4 □5 

⑮ リファー児・要精検児の保護者への心理的な支援 □1 □2 □3 □4 □5 

⑯ 精密検査未受診者への受診勧奨 □1 □2 □3 □4 □5 

⑰ 経過観察中の児/保護者の状況把握及び継続した支援 □1 □2 □3 □4 □5 

⑱ 要支援児及び保護者の状況把握及び継続した支援 □1 □2 □3 □4 □5 

課題の整理及び検討の場について      

⑲ データの分析及び課題の整理 □1 □2 □3 □4 □5 

⑳ 医療機関や療育機関含めた関係者が課題について検討を

行う場の整備 
□1 □2 □3 □4 □5 

関係者への教育・スキルアップについて      

21 都道府県事業担当者への教育・スキルアップ □1 □2 □3 □4 □5 

22 市町村事業担当者への教育・スキルアップ □1 □2 □3 □4 □5 

23 地域担当保健師への教育・スキルアップ □1 □2 □3 □4 □5 

24 医療関係者への啓発・教育 □1 □2 □3 □4 □5 

25 その他（                                                           ） 

 

2.2. 管内において新生児聴覚スクリーニングを推進する上で、今後、都道府県としてどのような取り組みを進めること

がどの程度重要だと感じますか。4.1.でご回答いただいた項目それぞれについて、当てはまるものをお答えください。

既に取り組みが進んでいる場合には「既に取り組みが進んでいる」とお答えください。①〜24 以外に重要だと感じ

ることがあれば、24 その他としてお書きください。 

 重要 
やや 

重要 

さほど 

重要で 

ない 

既に 

取り組みが

進んでいる 

新生児聴覚検査の受検環境の整備について     

① 新生児聴覚検査の実施が可能な分娩施設の整備 □1 □2 □3 □4 

② 公費負担による保護者の金銭的負担の軽減 □1 □2 □3 □4 

③ 初回検査を受けられなかった児が受検可能な体制（外来検査な

ど）の整備 
□1 □2 □3 □4 

保護者への啓発・適切な情報提供について     

④ 新生児聴覚検査に関する保護者への啓発 □1 □2 □3 □4 

⑤ 分娩施設における新生児聴覚検査の受検勧奨 □1 □2 □3 □4 

⑥ リファー児・要精検児への適切な検査結果の説明 □1 □2 □3 □4 
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（2.2.続き） 重要 
やや 

重要 

さほど 

重要で 

ない 

既に 

取り組みが

進んでいる 

精密検査の受診環境の整備について     

⑦ 要精検児への適切な精密検査機関の紹介の徹底 □1 □2 □3 □4 

⑧ 精密検査機関が遠方にあるなど物理的な問題の解消 □1 □2 □3 □4 

⑨ 精密検査機関の予約待機時間の短縮 □1 □2 □3 □4 

新生児聴覚検査に関するデータの把握について     

⑩ 新生児聴覚検査の受検有無の把握 □1 □2 □3 □4 

⑪ 新生児聴覚検査の結果の把握 □1 □2 □3 □4 

⑫ 精密検査の受診の有無の把握 □1 □2 □3 □4 

⑬ 精密検査の結果の把握 □1 □2 □3 □4 

個別ケースにおけるフォローアップについて     

⑭ 初回検査を受けられなかった児に対する受検勧奨 □1 □2 □3 □4 

⑮ リファー児・要精検児の保護者への心理的な支援 □1 □2 □3 □4 

⑯ 精密検査未受診者への受診勧奨 □1 □2 □3 □4 

⑰ 経過観察中の児/保護者の状況把握及び継続した支援 □1 □2 □3 □4 

⑱ 要支援児及び保護者の状況把握及び継続した支援 □1 □2 □3 □4 

課題の整理及び検討の場について     

⑲ データの分析及び課題の整理 □1 □2 □3 □4 

⑳ 医療機関や療育機関含めた関係者が課題について検討を行う

場の整備 
□1 □2 □3 □4 

関係者への教育・スキルアップについて     

21 都道府県事業担当者への教育・スキルアップ □1 □2 □3 □4 

22 市町村事業担当者への教育・スキルアップ □1 □2 □3 □4 

23 地域担当保健師への教育・スキルアップ □1 □2 □3 □4 

24 医療関係者への啓発・教育 □1 □2 □3 □4 

25 その他（                                                           ） 

 

 

 

 

質問は以上となります。 

ご協力いただき、誠にありがとうございました。 
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２０１９年度子ども・子育て支援推進調査研究事業（国庫補助事業） 

新生児期及び乳幼児期における聴覚検査の実施体制に関する実態調査研究 

 
都道府県： 

 

市区町村： 

所属課： 

 

ご担当者： ご連絡先（電話番号）： 

 
以下の設問にお答えください。（令和元年 11 月１日時点の状況を回答してください） 

解答方法：当てはまる □ ボックスに ☑ を記入してください。 

 
1. 新生児聴覚検査について伺います。 

（新生児聴覚検査の受検環境について） 

1.1. 貴自治体内及び近隣地域において、新生児聴覚検査の実施が可能な分娩施設を把握していますか。以下の

中から当てはまるものを一つお答えください。 

□1．都道府県内で検査の実施が可能な分娩施設を把握している 

□2．都道府県内での把握はしていないが、自治体内で検査の実施が可能な分娩施設を把握している 

□3．地域において、検査の実施が可能な分娩施設を把握していない 

□4．その他（          ） 

 

1.2. 貴自治体内及び近隣地域において、外来での新生児聴覚検査の実施が可能な分娩施設を把握しています

か。以下の中から当てはまるものを一つお答えください。 

□1．都道府県内で外来での検査の実施が可能な分娩施設を把握している 

□2．都道府県内での把握はしていないが、自治体内で外来での検査実施が可能な分娩施設を把握している 

□3．地域において、外来での検査の実施が可能な分娩施設を把握していない 

□4．その他（          ） 

 

1.3. 貴自治体では、新生児聴覚検査実施時の費用について、公費負担していますか。 

□1．公費負担している（全額・一部、初回検査・確認検査は問わない） →1.4.へ 

□2．公費負担していない →1.6.へ 

 

（1.3.で 「1.公費負担している」と回答した自治体に伺います。） 

1.4. 分娩施設との契約形態について、当てはまるものを一つお答え下さい。 

□1．都道府県もしくは地域を代表する市町村による、都道府県内分娩施設（医師会）との集合契約 

□2．貴自治体による、都道府県内分娩施設（医師会）との集合契約 

□3．貴自治体による、自治体内分娩施設（医師会）との集合契約及び自治体外の分娩施設との個別契約 

□4．貴自治体による、各分娩施設との個別契約 

□5．その他（          ） 
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（1.3.で 「1.公費負担している」と回答した自治体に伺います。） 

1.5. 新生児聴覚検査の受診券（あるいは分娩施設からの請求書兼報告書）等の様式について、当てはまるものを

一つお答え下さい。 

□1．都道府県もしくは地域を代表する市町村による統一様式を使用 

□2．貴自治体が独自で作成した様式を使用 

□3．特に様式は使用していない 

□4．その他（          ） 
 

（新生児聴覚検査の検査結果の把握について） 

1.6. 新生児聴覚検査について、その結果を把握していますか。 

□1．把握している →1.7.へ  □2．把握していない →1.9.へ 

 

（1.6.で 「1.把握している」と回答した自治体に伺います。） 

1.7. 新生児聴覚検査の結果はどのように把握していますか。以下の中から当てはまるものを全てお答えください。 

□1．出生届の際に、母子健康手帳等での確認を行っている 

□2．新生児訪問の際に、母子健康手帳等での確認を行っている 

□3．乳児家庭全戸訪問の際に、母子健康手帳等での確認を行っている 

□4．乳幼児健康診査（２週間児、１か月児、３～４か月児）の際に、母子健康手帳等での確認を行っている 

□5．新生児聴覚検査の検査費用の助成を通じて、分娩施設からの請求書兼報告書等で確認を行っている 

□6．リファーとなった児に関して、分娩施設からの個別連絡等で確認を行っている 

□7．その他（          ） 

 

（1.6.で 「1.把握している」と回答した自治体に伺います。） 

1.8. 要精密検査となった児について、紹介先の精密検査機関を把握していますか。 

□1．把握している   □2．把握していない 

 

（新生児聴覚検査の受検有無や検査結果データの管理について） 

1.9. 新生児聴覚検査の受検有無及び検査結果について、情報管理システム等で電子データの管理を行っています

か。当てはまるものを一つお答えください。 

□1．受検有無及び検査結果について情報管理システム等での管理を行っている 

□2．受検有無についてのみ、情報管理システム等での管理を行っている 

□3．検査結果についてのみ、情報管理システム等での管理を行っている 

□4．受検有無及び検査結果、いずれも情報管理システム等での管理を行っていない 

□5．その他（          ） 

 

（初回検査未受診者への対策の状況について） 

1.10. 初回検査未受検児全員に対して、再勧奨を行っていますか。 

□1．行っている   □2．行っていない 

 

2. 新生児聴覚検査の精密検査について伺います。 

2.1. 要精検児の精密検査機関の受診の有無を把握していますか。 

□1．把握している →2.2.へ  □2．把握していない →2.4.へ 
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（2.1.で「1.把握している」と回答した自治体に伺います。） 

2.2. 精密検査機関の受診の有無の確認方法について、以下の中から当てはまるものを全てお答えください。 

□1．要精検児の保護者に個別に連絡を取り、確認を行っている 

□2．乳幼児健康診査（１か月児、３～４か月児、等）の際に、母子健康手帳等での確認を行っている 

□3．精密検査機関から、要精検児の受診及びその結果について市町村に連絡が入る仕組みとなっている 

□4．都道府県（もしくはその委託機関）から、要精検児の受診及びその結果について市町村に連絡が入る仕組

みとなっている 

□5．その他（           ） 

 

（2.1.で「1.把握している」と回答した自治体に伺います。） 

2.3. 貴自治体において、要精検児の精密検査が生後３ヶ月以内に受診されないケースについて、以下それぞれの

事柄が、どの程度理由として該当するかをお答え下さい。①〜⑦以外に理由として該当することがあれば、⑧そ

の他としてお書きください。 

 
多くが 

該当 

やや 

該当 

まれに 

該当 

ほぼ 

該当せず 

① 合併症など、対象児に他に優先すべき事象があるため    
（ＮＩＣＵや医療的ケア児の長期入院など） 

□1 □2 □3 □4 

② 保護者における受診の必要性の認識不足 □1 □2 □3 □4 

③ 受診費用など経済的な問題 □1 □2 □3 □4 

④ 分娩施設において適切な精密検査機関が紹介されないため □1 □2 □3 □4 

⑤ 自治体による精密検査機関の周知が不十分なため □1 □2 □3 □4 

⑥ 精密検査機関が遠方にあるなど物理的な問題 □1 □2 □3 □4 

⑦ 精密検査機関の予約待機時間が長いため □1 □2 □3 □4 

⑧ その他（                                                        ） 

 

2.4. 新生児聴覚検査を実施した分娩施設に対して、リファーとなった児や要精検児のその後の状況を報告していま

すか。以下の中から当てはまるものを全てお答えください。 

□1．地域における新生児聴覚検査の統計データを分娩施設へ報告している   

□2．リファーとなった児や要精検児のその後の状況を個別に分娩施設へ報告している 

□3．リファーとなった児や要精検児のその後の状況を把握していない 

□4．リファーとなった児や要精検児のその後の状況は把握しているが、分娩施設へは報告していない 

□5．その他（          ） 

 

2.5. 検査の結果を関係機関と自治体が共有することについての、個人情報の取り扱いに関する同意を保護者から

取得していますか。取得している場合には、その方法についても合わせてお答えください。 

□1．同意を取得している   □2．同意を取得していない 

 →取得方法について、当てはまるものを全てお答えください。 

 □1-1．検査を受ける際に医療機関において同意を取得している 

 □1-2．リファー又は要精検となった際に医療機関において同意を取得している 

 □1-3．リファー又は要精検となった児の保護者に対して、市町村が改めて同意を取得している 

 □1-4．その他（         ） 

□1-5．特に同意は取得していない 
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3. 新生児聴覚検査に関する、把握・情報の管理について伺います。 

3.1. 貴自治体または貴自治体が属する都道府県のいずれかが、把握・管理している新生児聴覚検査に関するデー

タについて、以下の中から全てお答えください。 

□1．初回検査の受診の有無（受診率）   □2．初回検査の検査方法   □3．初回検査のリファー率 

□4．確認検査の受診の有無（受診率）   □5．確認検査の検査方法   □6．確認検査のリファー率  

□7．要精検率   □8．精密検査の受診の有無   □9．精密検査の受診時期 

□10．受診した精密検査機関    □11．精密検査の結果   □12．確定診断時期  

□13．療育の状況   □14．その他（     ） 

 

3.2. 貴自治体または貴自治体が属する都道府県において、協議会等で医療機関や療育機関も含めた関係者に

分析結果が共有されているデータについて、以下の中から全てお答えください。 

□1．初回検査の受診の有無（受診率）   □2．初回検査の検査方法   □3．初回検査のリファー率 

□4．確認検査の受診の有無（受診率）   □5．確認検査の検査方法   □6．確認検査のリファー率  

□7．要精検率   □8．精密検査の受診の有無   □9．精密検査の受診時期 

□10．受診した精密検査機関    □11．精密検査の結果   □12．確定診断時期  

□13．療育の状況   □14．その他（     ） 

 

4. 新生児聴覚検査体制を推進する上での課題について伺います。 

4.1. 貴自治体において新生児聴覚検査体制を推進する上で、以下それぞれの対策についてどの程度課題だと感じ

ていますか。以下、それぞれに当てはまるものをお答えください。①〜23 以外に課題だと感じることがあれば、24 そ

の他としてお書きください。 

 課題 
まあ 

課題 

どちらとも

言えない 

あまり 

課題 

ではない 

課題 

ではない 

新生児聴覚検査の受検環境の整備について      

① 新生児聴覚検査の実施が可能な分娩施設の整備 □1 □2 □3 □4 □5 

② 公費負担による保護者の金銭的負担の軽減 □1 □2 □3 □4 □5 

③ 初回検査を受けられなかった児が受検可能な体制（外来検

査など）の整備 
□1 □2 □3 □4 □5 

保護者への啓発・適切な情報提供について      

④ 新生児聴覚検査に関する保護者への啓発 □1 □2 □3 □4 □5 

⑤ 分娩施設における新生児聴覚検査の受検勧奨 □1 □2 □3 □4 □5 

⑥ リファー児・要精検児への適切な検査結果の説明 □1 □2 □3 □4 □5 

精密検査の受診環境の整備について      

⑦ 要精検児への適切な精密検査機関の紹介の徹底 □1 □2 □3 □4 □5 

⑧ 精密検査機関が遠方にあるなど物理的な問題の解消 □1 □2 □3 □4 □5 

⑨ 精密検査機関の予約待機時間の短縮 □1 □2 □3 □4 □5 

新生児聴覚検査に関するデータの把握について      

⑩ 新生児聴覚検査の受検有無の把握 □1 □2 □3 □4 □5 

⑪ 新生児聴覚検査の結果の把握 □1 □2 □3 □4 □5 

⑫ 精密検査の受診の有無の把握 □1 □2 □3 □4 □5 

⑬ 精密検査の結果の把握 □1 □2 □3 □4 □5 
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（4.1.続き） 課題 
まあ 

課題 

どちらとも

言えない 

あまり 

課題 

ではない 

課題 

ではない 

個別ケースにおけるフォローアップについて      

⑭ 初回検査を受けられなかった児に対する受検勧奨 □1 □2 □3 □4 □5 

⑮ リファー児・要精検児の保護者への心理的な支援 □1 □2 □3 □4 □5 

⑯ 精密検査未受診者への受診勧奨 □1 □2 □3 □4 □5 

⑰ 経過観察中の児/保護者の状況把握及び継続した支援 □1 □2 □3 □4 □5 

⑱ 要支援児及び保護者の状況把握及び継続した支援 □1 □2 □3 □4 □5 

課題の整理及び検討の場について      

⑲ データの分析及び課題の整理 □1 □2 □3 □4 □5 

⑳ 医療機関や療育機関含めた関係者が課題について検討を

行う場の整備 
□1 □2 □3 □4 □5 

関係者への教育・スキルアップについて      

21 事業担当者への教育・スキルアップ □1 □2 □3 □4 □5 

22 地域担当保健師への教育・スキルアップ □1 □2 □3 □4 □5 

23 医療関係者への啓発・教育 □1 □2 □3 □4 □5 

24 その他（                                                           ） 

 

4.2. 4.1.でご回答いただいたそれぞれの対策について、都道府県からの支援がどの程度必要だと感じますか。当ては

まるものをひとつずつお答えください。既に取り組みが進んでいる場合には「既に取り組みが進んでいる」とお答えく

ださい。①〜23 以外に都道府県からの支援が必要だと感じることがあれば、24 その他としてお書きください。 

 必要 
やや 

必要 

さほど 

必要で 

ない 

既に 

取り組みが

進んでいる 

新生児聴覚検査の受検環境の整備について     

① 新生児聴覚検査の実施が可能な分娩施設の整備 □1 □2 □3 □4 

② 公費負担による保護者の金銭的負担の軽減 □1 □2 □3 □4 

③ 初回検査を受けられなかった児が受検可能な体制（外来検査

など）の整備 
□1 □2 □3 □4 

保護者への啓発・適切な情報提供について     

④ 新生児聴覚検査に関する保護者への啓発 □1 □2 □3 □4 

⑤ 分娩施設における新生児聴覚検査の受検勧奨 □1 □2 □3 □4 

⑥ リファー児・要精検児への適切な検査結果の説明 □1 □2 □3 □4 

精密検査の受診環境の整備について     

⑦ 要精検児への適切な精密検査機関の紹介の徹底 □1 □2 □3 □4 

⑧ 精密検査機関が遠方にあるなど物理的な問題の解消 □1 □2 □3 □4 

⑨ 精密検査機関の予約待機時間の短縮 □1 □2 □3 □4 

新生児聴覚検査に関するデータの把握について     

⑩ 新生児聴覚検査の受検有無の把握 □1 □2 □3 □4 

⑪ 新生児聴覚検査の結果の把握 □1 □2 □3 □4 

⑫ 精密検査の受診の有無の把握 □1 □2 □3 □4 

⑬ 精密検査の結果の把握 □1 □2 □3 □4 
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（4.2.続き） 必要 
やや 

必要 

さほど 

必要で 

ない 

既に 

取り組みが

進んでいる 

個別ケースにおけるフォローアップについて     

⑭ 初回検査を受けられなかった児に対する受検勧奨 □1 □2 □3 □4 

⑮ リファー児・要精検児の保護者への心理的な支援 □1 □2 □3 □4 

⑯ 精密検査未受診者への受診勧奨 □1 □2 □3 □4 

⑰ 経過観察中の児/保護者の状況把握及び継続した支援 □1 □2 □3 □4 

⑱ 要支援児及び保護者の状況把握及び継続した支援 □1 □2 □3 □4 

課題の整理及び検討の場について     

⑲ データの分析及び課題の整理 □1 □2 □3 □4 

⑳ 医療機関や療育機関含めた関係者が課題について検討を行

う場の整備 
□1 □2 □3 □4 

関係者への教育・スキルアップについて     

21 事業担当者への教育・スキルアップ □1 □2 □3 □4 

22 地域担当保健師への教育・スキルアップ □1 □2 □3 □4 

23 医療関係者への啓発・教育 □1 □2 □3 □4 

24 その他（                                                           ） 

 

 

5. 新生児聴覚検査で発見されなかった聴覚異常（疑い含む）を早期発見するための体制整備について伺います。 

（１歳未満の乳児に対する健診（３カ月児健診や４カ月児健診など）について） 

5.1. １歳未満の乳児に対する健診（３カ月児健診や４カ月児健診など）において、聴覚異常（疑いを含む）を指摘す

るための何らかの取り組みを行っていますか。行っている場合は、何ヶ月健診かも合わせてお答えください。 

□1．行っている （  ）ヶ月児健診 →5.2.へ □2．行っていない →5.4.へ 

□3．１歳未満の乳児に対する健診自体を行っていない →5.4.へ 

 

（5.1 で「1.行っている」と回答した自治体に伺います。） 

5.2. １歳未満の乳児に対する健診において行っている取り組みは、どのようなものですか。以下の中から当てはまるも

のを全てお答えください。 

□1．問診等における聞こえに関する不安の確認 

□2．聞こえに関するチェックリスト（「聴覚発達チェックリスト」等）の配布・確認 

□3．言語聴覚士による診察 

□4．耳鼻科医による診察 

□5．その他（          ） 

 

（5.1 で「1.行っている」と回答した自治体に伺います。） 

5.3. 平成３０年度において、１歳未満の乳児に対する健診で聴覚異常（疑いを含む）を指摘されたお子さんの実数

をお答えください。 

□1．（   ）人  □2．把握していない 
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（１歳６ヶ月児健診について） 

5.4. １歳６ヶ月児健診において、聴覚異常（疑いを含む）を指摘するための何らかの取り組みは行っていますか。 

□1．行っている →5.5.へ   □2．行っていない →5.7.へ 

 

（5.4 で「1.行っている」と回答した自治体に伺います。） 

5.5. １歳６ヶ月児健診において行っている取り組みは、どのようなものですか。以下の中から当てはまるものを全てお答

えください。 

□1．問診票等による聞こえの反応などの確認 

 →具体的に確認しているものを全てお答えください。 

 □1-1．聞こえの反応 □1-2．言葉の発達  □1-3．その他（出生歴・家族歴など） 

□2．「ささやき声で名前を呼んで振り返るか」を通しての、現場での聞こえの確認 

□3．聞こえに関するチェックリスト（「聴覚発達チェックリスト」等）の配布・確認 

□4．言語聴覚士による診察 

□5．耳鼻科医による診察 

□6．その他（          ） 

 

（5.4 で「1.行っている」と回答した自治体に伺います。） 

5.6. 平成３０年度において、１歳６ヶ月児健診で聴覚異常（疑いを含む）を指摘されたお子さんの実数をお答えくださ

い。 

□1．（   ）人  □2．把握していない 

 

（３歳児健診について） 

5.7. ３歳児健診において、聴覚異常（疑いを含む）を指摘するための何らかの取り組みは行っていますか。 

□1．行っている →5.8.へ   □2．行っていない →5.10.へ 

 

（5.7 で「1.行っている」と回答した自治体に伺います。） 

5.8. ３歳児健診において行っている取り組みは、どのようなものですか。以下の中から当てはまるものを全てお答えくだ

さい。 

□1．問診票等による聞こえに関する反応や家庭におけるささやき声検査などの確認 

□2．現場でのささやき声検査を通しての聞こえの確認 

□3．現場でのティンパノメトリーを通しての聞こえの確認 

□4．現場での指こすりテストを通しての聞こえの確認 

□5．現場での信号音による聞き取りテストを通しての聞こえの確認 

□6．聞こえに関するチェックリスト（「聴覚発達チェックリスト」等）の配布・確認 

□7．言語聴覚士による診察 

□8．耳鼻科医による診察 

□9．その他（          ） 

 

（5.7 で「1.行っている」と回答した自治体に伺います。） 

5.9. 平成３０年度において、３歳児健診で聴覚異常（疑いを含む）を指摘されたお子さんの実数をお答えください。 

□1．（   ）人  □2．把握していない 
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（上記健診以外の取り組みについて） 

5.10. 上記にあげた健診以外に、聴覚異常（疑いを含む）を拾いあげるための何らかの取り組みは行っていますか。 

□1．行っている →5.11.へ   □2．行っていない →調査はこれで終了です。 

 

（5.10 で「1.行っている」と回答した自治体に伺います。） 

5.11. 上記の健診以外に、貴自治体が行っている聴覚異常（疑いを含む）を拾いあげるための取り組みについて、どのよ

うなものか具体的にお答えください。 

対象となる児（時期）  

 

取り組みの場 

（家庭訪問など） 

 

 

 

取り組みの内容 

（できるだけ具体的に） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問は以上となります。 

ご協力いただき、誠にありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度子ども・子育て支援推進調査研究事業 

新生児期及び乳幼児期における聴覚検査の実施体制に関する実態調査研究調査 

事業報告書 
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